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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　レンズであって、
　レンズボディと、
　複数のスペクトル帯域において可視光を減衰させるように構成された光フィルタであっ
て、前記複数のスペクトル帯域の各々は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率と、前記スペ
クトル帯域幅の中間点に位置する中心波長と、前記スペクトル帯域幅内における積分吸収
率ピーク面積とを伴う吸収率ピークを含み、前記スペクトル帯域幅は、前記吸収率ピーク
の前記最大吸収率の８０％における前記吸収率ピークの全幅に等しい、光フィルタと、
　を備え、
　前記光フィルタは、青色光吸収率ピークを含み、
　前記青色光吸収率ピークの中心波長は、４４５ｎｍから４８０ｎｍまでの間であり、
　前記青色光吸収率ピークの減衰係数は、０．８以上で尚且つ１未満であり、
　吸収率ピークの前記減衰係数は、前記スペクトル帯域幅内における前記積分吸収率ピー
ク面積を前記吸収率ピークの前記スペクトル帯域幅で割ることによって得られる、レンズ
。
【請求項２】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、前記レンズボディである、又は前記レンズボディに少なくとも部分
的に組み込まれる、レンズ。
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【請求項３】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、前記レンズボディの少なくとも一部分を覆って配されるレンズコー
ティングに少なくとも部分的に組み込まれる、レンズ。
【請求項４】
　請求項３に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、干渉性コーティングを含む、レンズ。
【請求項５】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、接着層、偏光層、フォトクロミック層、又は前記接着層、前記偏光
層、及び前記フォトクロミック層の任意の組み合わせに少なくとも部分的に組み込まれる
、レンズ。
【請求項６】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記複数のスペクトル帯域の各々における前記吸収率ピークの前記スペクトル帯域幅は
、２０ｎｍ以上である、レンズ。
【請求項７】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記複数の吸収率ピークの少なくとも１つの吸収率ピークの前記スペクトル帯域幅は、
３０ｎｍ以上である、レンズ。
【請求項８】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記複数のスペクトル帯域の各々における前記吸収率ピークの前記減衰係数は、０．９
以上である、レンズ。
【請求項９】
　請求項１に記載のレンズであって、
　前記複数のスペクトル帯域の各々は、減衰係数が０．８以上の強い吸収率ピークを含む
、レンズ。
【請求項１０】
　請求項９に記載のレンズであって、
　各強い吸収率ピークの前記減衰係数は、０．９以上である、レンズ。
【請求項１１】
　レンズであって、
　レンズボディと、
　可視スペクトルの１つ又は２つ以上のフィルタをかけられた部分内において前記レンズ
によって透過される光の一部分を減衰させることによって、前記可視スペクトルの前記１
つ又は２つ以上のフィルタをかけられた部分内において少なくとも部分的に前記レンズを
透過した３０ｎｍ帯域幅の均一強度の光刺激の平均彩度値を増加させるように構成された
手段を備える光フィルタであって、前記彩度値は、ＣＩＥＬ＊Ｃ＊ｈ＊色空間のＣ＊属性
である、光フィルタと、
　を備え、
　可視スペクトルの前記１つ又は２つ以上のフィルタをかけられた部分の少なくとも１つ
は、青色光スペクトル領域の４４０ｎｍから４８０ｎｍまでのスペクトル範囲を含み、
　前記光フィルタにおける３０ｎｍの帯域幅と前記スペクトル範囲内に中心波長とを有す
る均一強度の入力の結果として得られた出力が、各光刺激の帯域幅内において前記光フィ
ルタと同じ平均比率で均一に光を減衰させる中性フィルタにおける３０ｎｍの帯域幅と前
記スペクトル範囲内に中心波長とを有する均一強度の入力の結果として得られた出力と比
較されたときは、前記平均彩度値の増加は、前記中性フィルタと比較して、実質的に正常
な視力を持つ人間によって知覚可能な増加を含むと共に、４４０ｎｍから４８０ｎｍまで
のスペクトル範囲内において１５％以上であり、
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　前記平均彩度値を増加させる前記手段は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率と、前記ス
ペクトル帯域幅内における積分吸収率ピーク面積とを有する青色光吸収率ピークを含み、
前記スペクトル帯域幅は、前記青色光吸収率ピークにおける前記最大吸収率の８０％にお
ける前記青色光吸収率ピークの全幅に等しく、前記青色光吸収率ピークにおける、前記ス
ペクトル帯域幅内における前記積分吸収率ピーク面積を前記吸収率ピークの前記スペクト
ル帯域幅で割ることによって得られる減衰係数は、０．８以上で尚且つ１未満である、レ
ンズ。
【請求項１２】
　アイウェアのためのレンズであって、
　レンズボディと、
　複数の有機染料を含む光フィルタであって、前記複数の有機染料の各々は、１つ又は２
つ以上のスペクトル帯域において可視光を減衰させるように構成され、前記１つ又は２つ
以上のスペクトル帯域の各々は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率と、前記スペクトル帯
域幅の中間点に位置する中心波長と、前記スペクトル帯域幅内における積分吸収率ピーク
面積とを伴う吸収率ピークを含み、前記スペクトル帯域幅は、前記吸収率ピークの前記最
大吸収率の８０％における前記吸収率ピークの全幅に等しい、光フィルタと、
　を備え、
　前記複数の有機染料は、４４５ｎｍから４８０ｎｍまでの間に中心波長がある青色光吸
収率ピークを有する青色吸収有機染料を含み、
　吸収率ピークの減衰係数は、前記スペクトル帯域幅内における前記積分吸収率ピーク面
積を前記吸収率ピークの前記スペクトル帯域幅で割ることによって得られ、
　前記青色吸収有機染料の装填は、前記青色光吸収率ピークの前記減衰係数が、０．８以
上であるように選択される、レンズ。
【請求項１３】
　１つ又は２つ以上の物体と、背景とを有する光景を見ている人物によって着用されるよ
うに構成された、アイウェアのためのレンズであって、
　レンズボディと、
　複数のフィルタスペクトル帯域において可視光の一部分を減衰させるように構成された
光フィルタであって、前記複数のフィルタスペクトル帯域の各々は、スペクトル帯域幅と
、最大吸収率と、前記スペクトル帯域幅の中間点に位置する中心波長とを伴う吸収率ピー
クを含む、光フィルタと、
　を備え、
　少なくとも１つの吸収率ピークの位置は、前記１つ若しくは２つ以上の物体、又は前記
背景が可視光を反射又は放射する少なくとも１つの彩度増強窓において彩度を増加させる
ように選択されており、
　前記複数のフィルタスペクトル帯域は、４４０ｎｍから４８０ｎｍまでの青色のスペク
トル帯域を含み、
　前記光フィルタは、前記青色のスペクトル帯域内において中心波長を有する青色光吸収
率ピークを含み、
　前記光フィルタにおける３０ｎｍの帯域幅と前記スペクトル範囲内に中心波長とを有す
る均一強度の入力の結果として得られた出力が、前記光フィルタと同じ平均比率で均一に
光を減衰させる中性フィルタにおける３０ｎｍの帯域幅と前記スペクトル範囲内に中心波
長とを有する均一強度の入力の結果として得られた出力と比較されたときは、前記青色光
吸収率ピークは、前記青色のスペクトル帯域での平均彩度値を１５％以上増加させる、レ
ンズ。
【請求項１４】
　請求項１から１０の何れか１項に記載のレンズであって、
　前記青色光吸収率ピークの前記スペクトル帯域幅は、２０ｎｍから５０ｎｍまでの間で
ある、レンズ。
【請求項１５】
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　請求項１から１０及び１４の何れか１項に記載のレンズであって、
　前記青色光吸収率ピークの前記減衰係数は、０．９以上で尚且つ１未満である、レンズ
。
【請求項１６】
　請求項１から１０、１４及び１５の何れか１項に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、青色吸収有機染料を含む、レンズ。
【請求項１７】
　請求項１から１０及び１４から１６の何れか１項に記載のレンズであって、
　前記複数のスペクトル帯域の各々における前記吸収率ピークの減衰係数は、０．８以上
で尚且つ１未満である、レンズ。
【請求項１８】
　請求項１１に記載のレンズであって、
　前記レンズボディは、一つ又は二つ以上の有機染料が装填されたポリカーボネートを含
む、レンズ。
【請求項１９】
　請求項１１又は１８に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、前記可視スペクトルの少なくとも第２のフィルタをかけられた部分
内において少なくとも部分的に前記レンズを透過した３０ｎｍ帯域幅の均一強度の光刺激
の平均彩度値を増加させるように構成され、且つ前記第２のフィルタをかけられた部分は
、６３０ｎｍから６６０までのスペクトル範囲を含む、レンズ。
【請求項２０】
　請求項１２に記載のレンズであって、
　前記青色光吸収率ピークの前記中心波長は、４７０ｎｍから４８０ｎｍまでの間である
、レンズ。
【請求項２１】
　請求項１２または２０に記載のレンズであって、
　前記複数の有機染料は、５６０ｎｍから５８０ｎｍまでの間に中心波長がある黄色光吸
収率ピークを有する黄色吸収有機染料を含み、且つ前記黄色吸収有機染料の装填は、前記
黄色光吸収率ピークの前記減衰係数が、０．８５以上であるように選択される、レンズ。
【請求項２２】
　請求項１３に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、４００ｎｍ未満の波長の可視光をほぼ完全に減衰させる吸収率プロ
フィールを備える、レンズ。
【請求項２３】
　請求項１３又は２２に記載のレンズであって、
　前記光フィルタは、スポーツ活動での用途用に設計される、レンズ。
【請求項２４】
　請求項１１に記載のレンズであって、
　前記スペクトル帯域幅の中間点に位置する、前記青色光吸収率ピークの中心波長は、４
４５ｎｍから４８０ｎｍまでの間である、レンズ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
＜関連出願＞
　本出願は、米国特許法第１１９条（ｅ）に基づいて、「EYEWEAR AND LENSES WITH CHRO
MA ENHANCING FILTER」（彩度増強フィルタを伴うアイウェア及びレンズ）と題された２
０１０年１２月２１日出願の米国仮特許出願第６１／４２５，７０７号並びに「EYEWEAR 
AND LENSES WITH CHROMA ENHANCING FILTER」（彩度増強フィルタを伴うアイウェア及び
レンズ）と題された２０１０年４月１５日出願の米国仮特許出願第６１／３２４，７０６
号の優先権を主張する、「EYEWEAR WITH CHROMA ENHANCEMENT」（彩度を増強されたアイ
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ウェア）と題された２０１１年２月１７日出願の米国特許出願第１３／０２９，９９７号
の優先権を主張する。これらの各出願は、参照によってそれらの内容全体を本明細書に組
み込まれ、本明細書の一部を構成している。
【背景技術】
【０００２】
＜発明の分野＞
　本開示は、総じて、アイウェアに関するものであり、特に、アイウェアに使用されるレ
ンズに関する。
＜関連技術の説明＞
【０００３】
　アイウェアは、１つ又は２つ以上の波長帯域において光を減衰させる光学素子を含むこ
とができる。例えば、サングラスは、通常、可視スペクトルの光のかなりの部分を吸収す
るレンズを含む。サングラスレンズは、可視光を強く吸収する暗色のフィルム又はコーテ
ィングを有することによって、レンズの視感透過率を大幅に下げることができる。また、
例えば室内での用途、スポーツ活動での用途、別の特定の用途、又は複数用途の組み合わ
せなどの、別の目的のためのスペクトルプロフィールを有するようにレンズを設計するこ
ともできる。
【発明の概要】
【０００４】
　本明細書で説明される実施形態の例は、幾つかの特徴を有し、そのどれも、それらの望
ましい属性に対して必須なものでも、全責任を負うものでもない。一部の有利な特徴が、
特許請求の範囲を限定することなく以下で概説される。
【０００５】
　一部の実施形態は、レンズボディと、複数のスペクトル帯域において可視光を減衰させ
るように構成された、該レンズボディの内部及び／又は外側の光フィルタとを含むレンズ
を提供する。光フィルタがレンズボディの内部にある一部の実施形態では、光フィルタで
レンズボディを構成することができる、又は光フィルタと追加の構成要素とでレンズボデ
ィを構成することができる。光フィルタは、光景の精彩さ、明瞭さ、及び／又は鮮明さを
大幅に増加させるように構成することができる。光フィルタは、特に、アイウェアでの使
用に適しており、アイウェアの着用者が高解像度の色（ＨＤカラー）で光景を見ることを
可能にすることができる。複数のスペクトル帯域の各々は、スペクトル帯域幅と、最大吸
収率と、上記スペクトル帯域幅内における積分吸収率ピーク面積とを伴う吸収率ピークを
含むことができる。スペクトル帯域幅は、吸収率ピークの最大吸収率の８０％における吸
収率ピークの全幅として定義することができる。一部の実施形態では、スペクトル帯域幅
内における積分吸収率ピーク面積を吸収率ピークのスペクトル帯域幅で割ることによって
得られる減衰係数は、複数のスペクトル帯域の各々における吸収率ピークにおいて約０．
８以上であることができる。一部の実施形態では、複数のスペクトル帯域の各々における
吸収率ピークのスペクトル帯域幅は、約２０ｎｍ以上であることができる。
【０００６】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、レンズボディに少なくとも部分的に組み込まれ
る。レンズボディには、１つ又は２つ以上の有機染料を含浸させる、装填する、又はそれ
以外の形で含めることができる。１つ又は２つ以上の有機染料の各々は、複数のスペクト
ル帯域の１つに吸収率ピークを形成するように構成することができる。一部の実施形態で
は、光フィルタは、レンズボディを覆って配されるレンズコーティングに少なくとも部分
的に組み込まれる。
【０００７】
　一部の実施形態は、レンズを製造する方法を提供する。方法は、複数のスペクトル帯域
において可視光を減衰させるように構成された光フィルタを有するレンズを形成すること
を含むことができる。複数のスペクトル帯域の各々は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率
と、上記スペクトル帯域幅内における積分吸収率ピーク面積とを伴う吸収率ピークを含む
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ことができる。スペクトル帯域幅は、吸収率ピークの最大吸収率の８０％における吸収率
ピークの全幅として定義することができる。複数のスペクトル帯域の各々における吸収率
ピークの減衰係数は、約０．８以上で尚且つ１未満であることができる。吸収率ピークの
減衰係数は、スペクトル帯域幅内における積分吸収率ピーク面積を吸収率ピークのスペク
トル帯域幅で割ることによって得ることができる。
【０００８】
　幾つかの実施形態では、レンズは、レンズボディを形成することと、該レンズボディを
覆うレンズコーティングを形成することとによって形成することができる。光フィルタの
少なくとも一部分は、レンズボディに組み込むことができる。光フィルタの少なくとも一
部分は、レンズコーティングに組み込むことができる。レンズコーティングは、干渉性コ
ーティングを含むことができる。
【０００９】
　一部の実施形態では、レンズボディは、複数のレンズボディ要素を形成することと、こ
れらのレンズボディ要素を１枚又は２枚以上の接着層を使用して互いに結合させることと
を含む方法によって形成することができる。複数のレンズボディ要素の２要素間に、偏光
フィルムを配することができる。一部の実施形態では、偏光フィルムは、レンズボディ内
にインサート成形することができる。
【００１０】
　一部の実施形態は、レンズボディと、複数の吸収率ピークを含むスペクトル吸収率プロ
フィールによって特徴付けられる光フィルタとを含むレンズを提供することができる。複
数の吸収率ピークの各々は、最大吸収率と、吸収率ピークの最大吸収率の８０％における
吸収率ピークの全幅として定義されるスペクトル帯域幅と、吸収率ピークのスペクトル帯
域幅の中間点に位置する中心波長とを有することができる。複数の吸収率ピークは、約５
５８ｎｍから約５８０ｎｍまでの間に中心波長を有する第１の吸収率ピークと、約４４５
ｎｍから約４８０ｎｍまでの間に中心波長を有する第２の吸収率ピークとを含むことがで
きる。複数の吸収率ピークの各々のスペクトル帯域幅は、約２０ｎｍから約５０ｎｍまで
の間であることができる。
【００１１】
　幾つかの実施形態では、第１の吸収率ピーク及び第２の吸収率ピークの各々は、スペク
トル帯域幅内における積分吸収率ピーク面積と、該積分吸収率ピーク面積を吸収率ピーク
のスペクトル帯域幅で割ることによって得られる減衰係数とを有する。第１の吸収率ピー
ク及び第２の吸収率ピークの各々の減衰係数は、約０．８以上であることができる。
【００１２】
　複数の吸収率ピークは、少なくとも約４０５ｎｍから約４２５ｎｍまでの間において光
を大幅に減衰させるように構成された第３の吸収率ピークと、少なくとも約６５０ｎｍか
ら約６７０ｎｍまでの間、約７０５ｎｍから約７２５ｎｍまでの間、又は約７００ｎｍか
ら約７２０ｎｍまでの間において光を大幅に減衰させるように構成された第４の吸収率ピ
ークとを含むことができる。別の実施形態では、第３の吸収率ピークは、少なくとも約４
００ｎｍから約４２０ｎｍまでの間において光を大幅に減衰させるように構成される。第
３の吸収率ピーク及び第４の吸収率ピークの各々は、スペクトル帯域幅内における積分吸
収率ピーク面積と、該積分吸収率ピーク面積を吸収率ピークのスペクトル帯域幅で割るこ
とによって得られる減衰係数とを有する。第３の吸収率ピーク及び第４の吸収率ピークの
各々の減衰係数は、約０．８以上であることができる。
【００１３】
　一部の実施形態は、可視スペクトルの１つ又は２つ以上の部分内においてレンズを透過
される光の平均彩度値を増加させるように構成された光フィルタを有するレンズボディを
含むレンズを提供する。彩度値は、ＣＩＥ　Ｌ＊Ｃ＊ｈ＊色空間のＣ＊属性である。可視
スペクトルの少なくとも１つの部分は、約６３０ｎｍから約６６０までのスペクトル範囲
を含むことができる。平均彩度値の増加は、実質的に正常な視力を持つ人間によって知覚
可能な増加を含むことができる。
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【００１４】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、約５４０ｎｍから約６００ｎｍまでのスペクト
ル範囲内においてレンズを透過される光の平均彩度値を、同じスペクトル範囲内において
中性フィルタを透過される光の平均彩度値と比べて相対的大きさにして約３％以上増加さ
せるように構成される。
【００１５】
　光フィルタは、約４４０ｎｍから約４８０ｎｍまでのスペクトル範囲内においてレンズ
を透過される光の平均彩度値を、同じスペクトル範囲内において中性フィルタを透過され
る光の平均彩度値と比べて相対的大きさにして約１５％以上増加させるように構成するこ
とができる。
【００１６】
　一部の実施形態では、光フィルタは、可視スペクトルの１つ又は２つ以上の部分内にお
いてレンズを透過される光の平均彩度値を、中性フィルタを透過される光の平均彩度値と
比べて実質的に減少させない。幾つかの実施形態では、光フィルタは、約４４０ｎｍから
約６６０ｎｍまでのスペクトル範囲内においてレンズを透過される光の平均彩度値を、中
性フィルタを透過される光の平均彩度値と比べて実質的に減少させない。
【００１７】
　光フィルタは、約６３０ｎｍから約６６０ｎｍまでのスペクトル範囲内においてレンズ
を透過される光の平均彩度値を、同じスペクトル範囲内において中性フィルタを透過され
る光の平均彩度値と比べて相対的大きさにして約３％以上増加させるように構成すること
ができる。
【００１８】
　光フィルタは、レンズボディに少なくとも部分的に組み込むことができる。例えば、レ
ンズボディには、複数の有機染料を装填することができ、複数の有機染料の各々は、可視
スペクトルの１つ又は２つ以上の部分内においてレンズを透過される光の平均彩度値を増
加させるように構成される。
【００１９】
　一部の実施形態では、光フィルタは、レンズボディの少なくとも一部分を覆って配され
るレンズコーティングに少なくとも部分的に組み込まれる。例えば、光フィルタは、干渉
性コーティングを含むことができる。
【００２０】
　一部の実施形態では、光フィルタは、接着層、偏光層、又は接着層と偏光層との組み合
わせに少なくとも部分的に組み込むことができる。
【００２１】
　幾つかの実施形態は、レンズを製造する方法であって、可視スペクトルの１つ又は２つ
以上の部分内においてレンズを透過される光の平均彩度値を増加させるように構成された
光フィルタを含むレンズを形成することを含む方法を提供する。可視スペクトルの少なく
とも１つの部分は、約６３０ｎｍから約６６０ｎｍまでのスペクトル範囲を含むことがで
きる。平均彩度値の増加は、実質的に正常な視力を持つ人間によって知覚可能な増加を含
むことができる。
【００２２】
　レンズを形成する工程は、レンズボディを形成することと、該レンズボディを覆うレン
ズコーティングを形成することとを含むことができる。光フィルタの少なくとも一部分は
、レンズボディに組み込むことができる。光フィルタの少なくとも一部分は、レンズコー
ティングに組み込むことができる。例えば、レンズコーティングは、干渉性コーティング
を含むことができる。
【００２３】
　レンズボディを形成する工程は、複数のレンズボディ要素を形成することと、これらの
レンズボディ要素を１枚又は２枚以上の接着層を使用して互いに結合させることとを含む
ことができる。複数のレンズボディ要素の２要素間に、偏光フィルムを配することができ
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る。レンズは、近紫外線放射を含む紫外線放射を大幅に吸収する１つ又は２つ以上の構成
要素を含むことができる。一部の実施形態では、偏光フィルムは、レンズボディ内にイン
サート成形することができる。
【００２４】
　一部の実施形態は、レンズボディと、可視スペクトルの１つ又は２つ以上の部分内にお
いてレンズを透過される光の平均彩度値を増加させるように構成された光フィルタとを含
むレンズを提供する。可視スペクトルの１つ又は２つ以上の部分の１つは、約５４０ｎｍ
から約６００ｎｍまでのスペクトル範囲を含むことができる。平均彩度値の増加は、実質
的に正常な視力を持つ人間によって知覚可能な増加を含むことができる。
【００２５】
　幾つかの実施形態は、レンズボディと、可視スペクトルの１つ又は２つ以上の部分内に
おいてレンズを透過される光の平均彩度値を増加させるように構成された光フィルタとを
含むレンズを提供する。可視スペクトルの１つ又は２つ以上の部分の３つは、約４４０ｎ
ｍから約５１０ｎｍまでのスペクトル範囲、約５４０ｎｍから約６００ｎｍまでのスペク
トル範囲、及び約６３０ｎｍから約６６０ｎｍまでのスペクトル範囲を含むことができる
。平均彩度値の増加は、実質的に正常な視力を持つ人間によって知覚可能な増加を含むこ
とができる。
【００２６】
　一部の実施形態は、レンズボディと、複数の有機染料を含む光フィルタとを含む、アイ
ウェアのためのレンズを提供する。複数の有機染料の各々は、１つ又は２つ以上のスペク
トル帯域において可視光を減衰させるように構成される。１つ又は２つ以上のスペクトル
帯域の各々は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率と、上記スペクトル帯域幅内における積
分吸収率ピーク面積とを伴う吸収率ピークを含む。スペクトル帯域幅は、吸収率ピークの
最大吸収率の８０％における吸収率ピークの全幅として定義することができる。吸収率ピ
ークの減衰係数は、スペクトル帯域幅内における積分吸収率ピーク面積を吸収率ピークの
スペクトル帯域幅で割ることによって得ることができる。複数の有機染料の１つ又は２つ
以上について、少なくとも１つの吸収率ピークの減衰係数は、約０．８以上である。
【００２７】
　例えば、複数の有機染料の１つ又は２つ以上は、約４７０ｎｍから約４８０ｎｍまでの
間に中心波長がある青色光吸収率ピークを有する吸収率プロフィールを含むことができる
。一部の実施形態では、青色光吸収率ピークのスペクトル帯域幅は、約２０ｎｍ以上であ
ることができ、青色光吸収率ピークの減衰係数は、約０．９以上であることができる。
【００２８】
　複数の有機染料の１つ又は２つ以上は、約５６０ｎｍから約５８０ｎｍまでの間に中心
波長がある黄色光吸収率ピークを有する吸収率プロフィールを含むことができる。一部の
実施形態では、黄色光吸収率ピークのスペクトル帯域幅は、約２０ｎｍ以上であることが
でき、黄色光吸収率ピークの減衰係数は、約０．８５以上であることができる。
【００２９】
　複数の有機染料の１つ又は２つ以上は、約６００ｎｍから約６８０ｎｍまでの間に中心
波長がある赤色光吸収率ピークを有する吸収率プロフィールを含むことができる。一部の
実施形態では、赤色光吸収率ピークのスペクトル帯域幅は、約２０ｎｍ以上であることが
でき、赤色光吸収率ピークの減衰係数は、約０．９以上であることができる。
【００３０】
　複数の有機染料の各々は、１つ又は２つ以上の彩度増強窓においてレンズを透過される
光の彩度値を増加させるように選択することができる。１つ又は２つ以上の彩度増強窓は
、約４４０ｎｍから約５１０ｎｍまでの第１のスペクトル範囲、約５４０ｎｍから約６０
０ｎｍまでの第２のスペクトル範囲、約６３０ｎｍから約６６０ｎｍまでの第３のスペク
トル範囲、又は第１、第２、及び第３のスペクトル範囲の任意の組み合わせを含むことが
できる。
【００３１】
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　一部の実施形態は、レンズボディと、複数のスペクトル帯域において可視光を減衰させ
るように構成された光フィルタとを含むレンズを提供する。複数のスペクトル帯域の各々
は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率と、最大吸収率を大幅に下回る下端部分及び上端部
分と、下端部分と上端部分との間に位置決めされ、最大吸収率及び該最大吸収率に十分に
近い領域を含む中間部分とを伴う吸収率ピークを含む。一部の実施形態では、少なくとも
１つの吸収率ピークの下端部分又は上端部分の１つは、物体が相当な可視刺激を放射又は
反射するスペクトル領域を含む物体スペクトル窓内にある。
【００３２】
　光フィルタは、少なくとも１つの吸収率ピークの下端部分又は上端部分の１つが背景ス
ペクトル窓内にあるように構成することができる。背景スペクトル窓は、背景が相当な可
視刺激を放射又は反射するスペクトル領域を含む。
【００３３】
　光フィルタは、レンズボディに少なくとも部分的に組み込むことができる。レンズボデ
ィには、複数の有機染料を含浸させることができ、複数の有機染料の各々は、複数のスペ
クトル帯域の１つに吸収率ピークを形成するように構成される。
【００３４】
　光フィルタは、レンズボディの少なくとも一部分を覆って配されたレンズコーティング
に少なくとも部分的に組み込むことができる。例えば、光フィルタは、干渉性コーティン
グを含むことができる。光フィルタは、また、接着層、偏光層、又は接着層と偏光層との
組み合わせに少なくとも部分的に組み込むこともできる。
【００３５】
　一部の実施形態は、レンズを製造する方法を提供する。方法は、複数のスペクトル帯域
における可視光を減衰させるように構成された光フィルタを形成することを含む。複数の
スペクトル帯域の各々は、スペクトル帯域幅と、最大吸収率と、最大吸収率を大幅に下回
る下端部分及び上端部分と、下端部分と上端部分との間に位置決めされ、最大吸収率及び
該最大吸収率に十分に近い領域を含む中間領域とを含む吸収率ピークを含む。少なくとも
１つの吸収率ピークの上端部分又は下端部分の１つは、物体が相当な可視刺激を放射又は
反射するスペクトル領域を含む物体スペクトル窓内にあることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　様々な実施形態が、例示を目的として添付の図面に描かれており、これらは、決して、
発明の範囲を限定するものと解釈されるべきでない。また、開示される様々な実施形態の
各種の特徴は、組み合わされて更なる実施形態を構成することができ、それらもまた、本
開示の一部である。あらゆる特徴又は構造は、排除又は省略することができる。図面全体
を通して、参照符号は、参照要素間の対応関係を示すために再利用されることがある。
【００３７】
【図１Ａ】彩度増強光フィルタを有するレンズを組み入れたメガネの斜視図である。
【００３８】
【図１Ｂ】図１Ａに示されたレンズのうちの１枚の断面図である。
【００３９】
【図２Ａ】人間の眼のなかの錐体光受容細胞の感度曲線を示したグラフである。
【００４０】
【図２Ｂ】１９３１　ＣＩＥ　ＸＹＺ三刺激関数を示したグラフである。
【００４１】
【図３】光フィルタを有するサングラスレンズのスペクトル吸収率プロフィールを示した
グラフである。
【００４２】
【図４Ａ】中性フィルタと比べた、図３に示された吸収率プロフィールを有するレンズの
彩度の相違率を示したグラフである。
【００４３】
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【図４Ｂ】図３に示された吸収率プロフィールを有するレンズの色度図である。
【００４４】
【図５】光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００４５】
【図６Ａ】図５に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの彩度
プロフィールを示したグラフである。
【００４６】
【図６Ｂ】中性フィルタと比べた、図５に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ
の彩度の相違率を示したグラフである。
【００４７】
【図７】図５に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００４８】
【図８】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００４９】
【図９Ａ】図８に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの彩度
プロフィールを示したグラフである。
【００５０】
【図９Ｂ】中性フィルタと比べた、図８に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ
の彩度の相違率を示したグラフである。
【００５１】
【図１０】図８に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００５２】
【図１１】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００５３】
【図１２Ａ】図１１に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの
彩度プロフィールを示したグラフである。
【００５４】
【図１２Ｂ】中性フィルタと比べた、図１１に示された吸収率プロフィールを有するフィ
ルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００５５】
【図１３】図１１に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００５６】
【図１４】３つの異なる光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフであ
る。
【００５７】
【図１５Ａ】図１４に示された吸収率プロフィールの１つを各々が有する３つのフィルタ
及び中性フィルタの彩度プロフィールを示したグラフである。
【００５８】
【図１５Ｂ】中性フィルタと比べた、図１４に示された吸収率プロフィールを有する３つ
の異なるフィルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００５９】
【図１６】３つの異なる光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフであ
る。
【００６０】
【図１７Ａ】図１６に示された吸収率プロフィールの１つを各々が有する３つのフィルタ
及び中性フィルタの彩度プロフィールを示したグラフである。
【００６１】
【図１７Ｂ】中性フィルタと比べた、図１６に示された吸収率プロフィールを有する３つ
の異なるフィルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００６２】
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【図１８】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００６３】
【図１９Ａ】図１８に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの
彩度プロフィールを示したグラフである。
【００６４】
【図１９Ｂ】中性フィルタと比べた、図１８に示された吸収率プロフィールを有するフィ
ルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００６５】
【図２０】図１８に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００６６】
【図２１】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００６７】
【図２２Ａ】図２１に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの
彩度プロフィールを示したグラフである。
【００６８】
【図２２Ｂ】中性フィルタと比べた、図２１に示された吸収率プロフィールを有するフィ
ルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００６９】
【図２３】図２１に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００７０】
【図２４】人間の眼の視感度プロフィールを示したグラフである。
【００７１】
【図２５】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００７２】
【図２６Ａ】図２５に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの
彩度プロフィールを示したグラフである。
【００７３】
【図２６Ｂ】中性フィルタと比べた、図２５に示された吸収率プロフィールを有するフィ
ルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００７４】
【図２７】図２５に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００７５】
【図２８】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００７６】
【図２９Ａ】図２８に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの
彩度プロフィールを示したグラフである。
【００７７】
【図２９Ｂ】中性フィルタと比べた、図２８に示された吸収率プロフィールを有するフィ
ルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００７８】
【図３０】図２８に示された吸収率プロフィールを有する光フィルタの色度図である。
【００７９】
【図３１】光フィルタの一例を有する非偏光レンズのスペクトル吸収率プロフィールを示
したグラフである。
【００８０】
【図３２Ａ】図３１に示されたスペクトル吸収率プロフィールを有する非偏光レンズ及び
中性フィルタの彩度プロフィールを示したグラフである。
【００８１】
【図３２Ｂ】中性フィルタと比べた、図３１に示された吸収率プロフィールを有するレン
ズの彩度の相違率を示したグラフである。
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【００８２】
【図３３】図３１に示されたスペクトル吸収率プロフィールを有するレンズの色度図であ
る。
【００８３】
【図３４】別の例の光フィルタを有する非偏光レンズのスペクトル吸収率プロフィールを
示したグラフである。
【００８４】
【図３５Ａ】図３４に示されたスペクトル吸収率プロフィールを有するレンズ及び中性フ
ィルタの彩度プロフィールを示したグラフである。
【００８５】
【図３５Ｂ】中性フィルタと比べた、図３４に示された吸収率プロフィールを有するレン
ズの彩度の相違率を示したグラフである。
【００８６】
【図３６】図３４に示されたスペクトル吸収率プロフィールを有するレンズの色度図であ
る。
【００８７】
【図３７】別の光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００８８】
【図３８Ａ】図３７に示された吸収率プロフィールを有するフィルタ及び中性フィルタの
彩度プロフィールを示したグラフである。
【００８９】
【図３８Ｂ】中性フィルタと比べた、図３７に示された吸収率プロフィールを有するフィ
ルタの彩度の相違率を示したグラフである。
【００９０】
【図３９】図３７に示されたスペクトル吸収率プロフィールを有するフィルタの色度図で
ある。
【００９１】
【図４０】光フィルタを有する鋳込みレンズのスペクトル吸収率プロフィールを示したグ
ラフである。
【００９２】
【図４１Ａ】図４０に示された吸収率プロフィールを有するレンズ及び中性フィルタの彩
度プロフィールを示したグラフである。
【００９３】
【図４１Ｂ】中性フィルタと比べた、図４０に示された吸収率プロフィールを有するレン
ズの彩度の相違率を示したグラフである。
【００９４】
【図４２】図４０に示されたスペクトル吸収率プロフィールを有するレンズの色度図であ
る。
【００９５】
【図４３】光フィルタのための彩度増強窓構成の例を示した図である。
【図４４】光フィルタのための彩度増強窓構成の例を示した図である。
【図４５】光フィルタのための彩度増強窓構成の例を示した図である。
【図４６】光フィルタのための彩度増強窓構成の例を示した図である。
【図４７】光フィルタのための彩度増強窓構成の例を示した図である。
【図４８】光フィルタのための彩度増強窓構成の例を示した図である。
【００９６】
【図４９】室外照明条件下においてゴルフボールから反射又は放射される光の代表的なス
ペクトルパワー分布を示した図である。
【００９７】
【図５０】図４０の吸収率プロフィールを有する光フィルタと、実質的に中性灰色の色付
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き偏光子とを有する鋳込みレンズの吸収率プロフィールを示したグラフである。
【００９８】
【図５１】中性フィルタと比べた、図５０に示された吸収率プロフィールを有するレンズ
の彩度の相違率を示したグラフである。
【００９９】
【図５２】図５０に示された光フィルタを有するレンズの色度図である。
【０１００】
＜好ましい実施形態の詳細な説明＞
　以下では、幾つかの好ましい実施形態及び例が開示されるが、発明の内容は、具体的に
開示される実施形態を超えて、その他の代替の実施形態及び／又は用途、並びにそれらの
変更形態及び均等物にまで及ぶ。したがって、添付された特許請求の範囲は、以下で説明
されるどの特定の実施形態にも限定されない。例えば、本明細書で開示されるどの方法又
はプロセスにおいても、方法又はプロセスの行為又は動作は、任意の適切な順序で実施す
ることができ、開示されるどれか特定の順序に必ずしも限定されるものではない。各種の
動作は、幾つかの実施形態の理解を助けられるように、複数の別々の動作として説明する
ことができるが、しかしながら、説明の順番は、これらの動作が順番に依存することを示
唆するものと見なされるべきでない。また、本明細書で説明される構造は、統合された構
成要素として、又は別々の構成要素として実装することができる。様々な実施形態の比較
を目的として、これらの実施形態の幾つかの態様及び利点が説明される。このような態様
又は利点は、どれか特定の実施形態によって必ずしも全てを達成されるとは限らず、した
がって、例えば、各種の実施形態は、本明細書で教示される１つ又は一群の利点を、やは
り本明細書で教示又は示唆されるだろうその他の態様又は利点を必ずしも達成することな
く達成する又は最適にするやり方で実行することができる。
【０１０１】
　人間が環境のなかで視覚的に観測することができる物体は、通常、１つ又は２つ以上の
表面から可視光を放射、反射、又は透過させる。表面は、人間の眼がこれ以上精細に解像
することができない点からなる配列と見なすことができる。表面上の各点は、単一の光波
長を放射、反射、又は透過させるのではなく、人間の視野のなかで単一の色として解釈さ
れる広帯域の波長を放射、反射、又は透過させる。一般的に言うと、もし、解釈される色
として、対応する「単一波長」（例えば、１ｎｍなどの非常に狭いスペクトル帯域幅を有
する視覚刺激）が観測されたならば、それは、広帯域の観測波長をもとに解釈される色と
比べて極めて鮮明に見えると考えられる。
【０１０２】
　光フィルタは、人間の視覚において知覚されるときに色がより鮮明に見えるように、広
帯域の視覚刺激の外側部分を除去するように構成することができることが解明されている
。広帯域の視覚刺激の外側部分は、大幅に、ほぼ完全に、又は完全に減衰されたときに、
知覚される色の鮮明さが増加するように刺激の帯域幅を減少させるような波長を言う。ア
イウェアのための光フィルタは、光景の精彩さ、明瞭さ、及び／又は鮮明さを大幅に増加
させるように構成することができる。アイウェアのためのこのような光フィルタは、着用
者が高解像度の色（ＨＤカラー）で光景を見ることを可能にすることができる。一部の実
施形態では、視覚刺激のうち大幅に減衰されない部分は、人間の眼のなかの錐体光受容細
胞が最大感度を有する波長を少なくとも含む。幾つかの実施形態では、光フィルタが適用
されるときの色刺激の帯域幅は、錐体光受容細胞が最大感度を有する波長を少なくとも含
む。一部の実施形態では、本明細書で開示される光フィルタを組み込まれたレンズを着用
している人物は、光景の明瞭さの大幅な増加を知覚することができる。知覚される明瞭さ
の増加は、例えば、コントラストの増加、彩度の増加、又は複数要因の組み合わせの結果
として得られると考えられる。
【０１０３】
　解釈される色の鮮明さは、色の彩度値として知られる属性値に相関する。彩度値は、Ｃ
ＩＥ　Ｌ＊Ｃ＊ｈ＊色空間の属性又は座標の１つである。色相及び明度として知られる属
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性とともに、彩度は、人間の視覚において知覚可能な色を定義するために使用することが
できる。視力は、画像のなかの色の彩度値に正に相関することがわかっている。言い換え
ると、観測者の視力は、同じ光景を低い彩度値の色で見るよりも、高い彩度値の色で見る
ほうが高くなる。
【０１０４】
　光フィルタは、光フィルタを組み込んだレンズを通して光景が見られるときに彩度プロ
フィールを向上させるように構成することができる。光フィルタは、あらゆる所望の効果
を達成するために、１つ又は２つ以上の彩度増強窓において彩度を増加又は減少させるよ
うに構成することができる。彩度増強光フィルタは、任意の所望の彩度増強窓において光
を優先的に透過又は減衰させるように構成することができる。所望の彩度増強窓を決定す
るために、任意の適切なプロセスを使用することができる。例えば、選択された環境のな
かで主に反射又は放射される色を測定し、主に反射又は放射されるそれらの色に対応する
１つ又は２つ以上のスペクトル領域における彩度増強を提供するようにフィルタを適応さ
せることができる。
【０１０５】
　図１Ａに示された実施形態では、アイウェア１００は、彩度増強光フィルタを有するレ
ンズ１０２ａ、１０２ｂを含む。彩度増強フィルタは、一般に、１枚又は２枚以上のレン
ズ１０２ａ、１０２ｂを通して見える光景の精彩さを、視感透過率は同じであるがスペク
トル透過率プロフィールは異なるレンズを通して見える光景と比べて変化させる。アイウ
ェアは、多目的のアイウェア、特殊目的のアイウェア、サングラス、運転用のメガネ、ス
ポーツ用のメガネ、室内用のアイウェア、室外用のアイウェア、視力矯正用のアイウェア
、コントラスト促進用のアイウェア、別の目的のために設計されたアイウェア、又は複数
目的を組み合わせた目的のために設計されたアイウェアなどの、任意のタイプであること
ができる。
【０１０６】
　図１Ｂに示された実施形態では、レンズ１０２は、幾つかのレンズ要素を組み込んでい
る。レンズ要素は、レンズコーティング２０２と、第１のレンズボディ要素２０４と、フ
ィルム層２０６と、第２のレンズボディ要素２０８とを含む。レンズ１０２の構成には、
多数のヴァリエーションが可能である。例えば、レンズ１０２は、偏光層、１枚又は２枚
以上の接着層、フォトクロミック層、反射防止コーティング、鏡面コーティング、干渉性
コーティング、傷防止コーティング、疎水性コーティング、静電気防止コーティング、そ
の他のレンズ要素、又は複数のレンズ構成要素の組み合わせを含むことができる。もし、
レンズ１０２がフォトクロミック層を含むならば、フォトクロミック材料は、中性密度フ
ォトクロミック又はその他の任意の適切なフォトクロミックを含むことができる。レンズ
構成要素及び／又は材料の少なくとも一部は、それらが実質的に中性の可視光スペクトル
プロフィールを有するように選択することができる。或いは、任意の所望のレンズ色度、
彩度増強効果、別の目的、又は複数目的の任意の組み合わせを達成するために、複数の可
視光スペクトルプロフィールが連携し合うことができる。偏光層、フォトクロミック層、
及び／又はその他の機能層は、フィルム層２０６、レンズコーティング２０２、１枚若し
くは２枚以上のレンズボディ要素２０４、２０８に組み込むことができる、又は追加のレ
ンズ要素に組み込むことができる。一部の実施形態では、レンズ１０２は、図１Ｂに示さ
れる全レンズ要素よりも少ないレンズ要素を組み込んでいる。
【０１０７】
　レンズは、ＵＶ吸収層、すなわちＵＶ吸収能を含む層を光フィルタ層の外側に含むこと
ができる。このような層は、光フィルタの退色を抑えることができる。また、ＵＶ吸収剤
を、任意のレンズ構成要素又は複数のレンズ構成要素の任意の組み合わせのなかに配する
ことも可能である。
【０１０８】
　レンズボディ要素２０４、２０８は、ガラス、高分子材料、共重合体、ドープ材料、別
の材料、又は複数材料の組み合わせで作成することができる。一部の実施形態では、光フ
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レンズボディ要素２０４、２０８に、フィルム層２０６に、接着層に、偏光層に、別のレ
ンズ要素に、又は複数要素の組み合わせに組み込むことができる。
【０１０９】
　レンズボディ要素２０４、２０８は、例えば、鋳込み又は射出成形などの、任意の適切
な技術によって製造することができる。射出成形は、一部の染料を劣化又は分解させる温
度にレンズを曝す可能性がある。したがって、１つ又は２つ以上のレンズボディ要素に光
フィルタが含められるときは、レンズボディが射出成形によって作成されるときよりも、
レンズボディ要素が鋳込みによって作成されるときのほうが、より広範囲の染料を光フィ
ルタに含めるために選択することが可能である。更に、光フィルタがレンズコーティング
に少なくとも部分的に実装されるときは、より広範囲の染料又はその他の光フィルタ構造
を利用することが可能である。
【０１１０】
　サングラスレンズは、可視スペクトル領域において大幅に光を減衰させる。しかしなが
ら、光は、可視スペクトル全域にわたって均一に又はひいては概ね一様にすら減衰される
必要はなく、むしろ、減衰される光は、特定の彩度増強プロフィール又は別の目標を達成
するようにあつらえることが可能である。サングラスレンズは、本明細書で開示される改
善又は特性の１つ又は２つ以上を光景が享受するように選択されたスペクトル帯域におい
て光を減衰させるように構成することができる。このような改善又は特性は、１つ若しく
は２つ以上の特定の活動の際に又は１つ若しくは２つ以上の特殊な環境のなかで着用者に
恩恵をもたらすように選択することができる。
【０１１１】
　色の配列の彩度を増加させるフィルタを設計するためには、眼による色の知覚に関わる
メカニズムを計算に入れることができる。明所視の眼（例えば人間の眼）は、４４０ｎｍ
、５４５ｎｍ、及び５６５ｎｍにおいてピーク感度を示す。これらのピーク感度は、眼の
網膜内に見られる錐体として知られる３つの光センサの各々に対応している。錐体感度プ
ロフィールの場所及び形状は、参照によって本明細書に組み込まれるとともに本明細書の
一部を構成しているStockman and Sharpe, “The spectral sensitivities of the middl
e- and long-wavelength-sensitive cones derived from measurements in observers of
 known genotype,” Vision Research 40 (2000), pp. 1711-1737において、近年、相当
な精度で測定された。Stockman and Sharpeによって測定された、人の眼のなかの錐体光
受容細胞の感度プロフィールＳ、Ｍ、Ｌが、図２Ａに示されている。
【０１１２】
　錐体感度プロフィールは、感度データから、色を記述する例えばＣＩＥ三刺激色値など
の量に変換することができる。１９３１　ＣＩＥ　ＸＹＺ三刺激関数が、図２Ｂに示され
ている。一部の実施形態では、ＣＩＥ三刺激色値は、光フィルタを設計するために使用さ
れる。例えば、ＣＩＥ色値は、ＣＩＥ　Ｌ＊Ｃ＊ｈ＊色空間における彩度値Ｃ＊を使用し
て、知覚される色に対する光フィルタの効果を計算するために使用することができる。
【０１１３】
　人間の錐体感度は、参照によって本明細書に組み込まれるとともに本明細書の一部を構
成しているGolz and Macleod, “Colorimetry for CRT displays,” J. Opt. Soc. Am. A
 vol. 20, no. 5 (May 2003), pp. 769-781に記載された線形変換行列Ｍを使用して、１
９３１　ＣＩＥ　ＸＹＺ色空間に変換することができる。線形変換は、方程式１で示され
る。
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【数１】

１９３１　ＣＩＥ　ＸＹＺ色空間値（Ｘ　Ｙ　Ｚ）について解くためには、Stockman and
 Sharpe 2000データを錐体感度Ｌ、Ｍ、及びＳのためのそれぞれ係数０．６２８、０．４
２、及び１．８６８でスケール調整し、方程式２－１及び２－２に示されるやり方で線形
変換行列Ｍの逆行列で乗じることができる。
【数２】

ここで、
【数３】

である。
【０１１４】
　ＣＩＥ三刺激値Ｘ　Ｙ　Ｚは、方程式３－１～３－７に示される非線型方程式を使用し
て、１９７６　ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間に変換することができる。
Ｘｎ＝９５．０２、Ｙｎ＝１００．００、且つＺｎ＝１０８．８２であるときに、

【数４】

【数５】

【数６】

である。
もし、Ｘ／Ｘｎ、Ｙ／Ｙｎ、又はＺ／Ｚｎ＜０．０８８５６であるならば、

【数７】
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【数８】

【数９】

である。
α＞０．００８８５６、α＝Ｘ／Ｘｎ、Ｙ／Ｙｎ、又はＺ／Ｚｎであるときは、
【数１０】

そうでないときは、

【数１１】

次いで、方程式４を使用し、ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊からＣＩＥ　Ｌ＊Ｃ＊ｈ＊への更なる
変換によって、彩度すなわちＣ＊を計算することができる。
【数１２】

【０１１５】
　上記のように、物理的な世界で観測される色は、広帯域の波長によって刺激される。こ
れを刺激し、次いで光フィルタの効果を計算するために、錐体感度空間への入力として、
フィルタをかけられた帯域及びフィルタをかけられていない帯域の光が使用される。次い
で、上で挙げられた変換を通じて、彩度に対する効果を予測することができる。
【０１１６】
　錐体感度空間に光のスペクトルを入力するときは、人間の眼における色認識のメカニズ
ムを計算に入れることができる。眼による色応答は、３つの錐体タイプ、すなわちＳ、Ｍ
、及びＬの各々の相対信号を比較することによって達成される。これを広帯域の光でモデ
ル化するために、入力スペクトルの各波長における強度の和が、その波長における錐体感
度にしたがって加重される。これは、３つの全ての錐体感度プロフィールについて繰り返
される。この計算の一例が、表Ａに示されている。
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【表１】

 
【０１１７】
　正規化及び加重を経た３つの全ての錐体タイプについての光強度は、次いで、線形変換
行列Ｍを通じて１９３１　ＣＩＥ　ＸＹＺ色空間に変換される。この変換は、彩度値を得
るための、１９７６　ＣＩＥ　Ｌ＊ａ＊ｂ＊色空間への更なる変換及びその後に続くＣＩ
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【０１１８】
　眼と物理的な世界との間に配されたフィルタの効果を刺激するために、予期されるフィ
ルタの吸収特性にしたがって入力光帯域を修正することができる。加重された光強度は、
次いで、フィルタを透過される光の合計にしたがって正規化される。
【０１１９】
　幾つかの実施形態では、様々な色の光に対するフィルタの効果をテストするために、先
ず、入力のスペクトルプロフィール、又は少なくとも帯域幅が決定される。モデルの入力
として適した帯域幅は、光フィルタが使用される環境に影響されるのが一般的である。サ
ングラスレンズとして妥当な帯域幅は、それが自然環境のなかで知覚される多くの色のお
およその帯域幅を表しているゆえに、約３０ｎｍであることができる。また、３０ｎｍは
、この帯域幅のおおよそ２倍である錐体感度関数のそれぞれの応答性部分に透過光が入る
ことを可能にする十分な狭さの帯域幅である。３０ｎｍ入力帯域幅を使用して設計された
フィルタは、２０ｎｍ又は８０ｎｍなどのその他の帯域幅を有する色の彩度も改善すると
考えられる。したがって、彩度に対するフィルタの効果は、３０ｎｍ帯域幅又は広範囲の
自然色帯域幅に対して高感度である別の適切な帯域幅を有する色入力を使用して決定する
ことができる。
【０１２０】
　その他の帯域幅が可能である。帯域幅は、多くのフィルタ設計の彩度増強特性を保ちつ
つ、３０ｎｍから大幅に広める又は狭めることができる。上述された３０ｎｍ帯域幅は、
光フィルタの所望の特徴を生み出すために使用することができる更に広い又は狭い入力帯
域幅を代表するものである。「帯域幅」という用語は、本明細書では、その広い意味及び
通常の意味で使用される。一部の実施形態では、ピークの帯域幅は、そのピークの最大値
の半値におけるピークの全幅（ＦＷＨＭ値）及びよく使用されるその他の任意の帯域幅測
定値を内包している。
【０１２１】
　３０ｎｍ帯域幅及びフィルタの一例を使用した、正規化されたＬ加重光強度の計算のサ
ンプルが、表Ｂに示されている。
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【表２】

 
【０１２２】
　一部の実施形態では、光フィルタは、彩度に対する候補フィルタの効果を計算するため
に、候補フィルタのスペクトルプロフィールを使用して設計される。このようにすれば、
フィルタにおける変更について、所望の結果の達成に対するそれらの有効性を繰り返しチ
ェックすることができる。或いは、フィルタは、数値シミュレーションを通じて直接的に
設計することができる。光フィルタの例及び比較例、並びにそれらの光フィルタが彩度に
及ぼす効果が、本明細書で説明される。各事例では、各フィルタを通過する入力光の彩度
が、フィルタをかけられていない同じ入力の彩度と比較される。可視スペクトル波長に対
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してプロットされた「吸収率％」のグラフは、光フィルタの例又は比較例のスペクトル吸
収率プロフィールを示している。可視スペクトル波長に対してプロットされた「彩度、Ｃ
＊、相対」の各グラフは、均一強度の３０ｎｍ幅光刺激が波長依存性の光フィルタを通過
した後における同刺激の相対彩度を、細めの曲線としてグラフ表示しており、各刺激の中
心波長を、水平軸上の値によって表している。「彩度、Ｃ＊、相対」の各グラフは、また
、同じ３０ｎｍ幅光刺激がその帯域幅内において波長依存性光フィルタと同じ平均比率で
光を減衰させる中性フィルタを通過したときの、同刺激の相対彩度も示している。
【０１２３】
　フィルタ設計の目標の１つは、レンズの全体色の見え方を決定することであろう。一部
の実施形態では、レンズから透過される全体光として知覚される色は、青銅色、琥珀色、
紫色、灰色、又は別の色である。一部の事例では、消費者は、定量的に計算に入れること
が困難な好みを有する。幾つかの事例では、レンズ色調整は、本開示で説明されるモデル
内で達成することができる。フィルタ設計に対して全体色の調整が及ぼす影響は、適切な
モデルを使用して計算することができる。一部の事例では、色調整は、求められる彩度特
性の犠牲を幾らか伴って、又はほとんど伴わずに、又は全く伴わずに行うことができる。
一部の実施形態では、レンズは、比較的低い彩度値を伴う全体色を有する。例えば、レン
ズは、６０未満の彩度値を有することができる。このようなレンズに使用される彩度増強
光フィルタは、より高い彩度値を伴う全体色を有するレンズに同じ光フィルタが使用され
るときと比べて、少なくとも一部の色の精彩さを増加させることができる。
【０１２４】
　光フィルタの一比較例は、図３、図４Ａ、及び図４Ｂに示されるような特性を有する。
図３は、光フィルタを有する比較例のレンズ、すなわちイリノイ州ピオリアのMaui Jim, 
Inc.から入手可能なLAGOON 189-02灰色レンズの吸収率プロフィールを示している。図４
Ａは、図３に示された吸収率プロフィールを有するレンズの出力と、各刺激帯域内におい
て図３のレンズと同じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩
度の相違率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、
各刺激帯域の中心波長を示している。図４Ａからわかるように、図３に示された吸収率プ
ロフィールによって特徴付けられる比較例のレンズは、各３０ｎｍ刺激に対して中性減衰
を提供するフィルタと比べて、一部のスペクトル領域では幾らかの彩度増加を、そしてそ
の他のスペクトル領域では幾らかの彩度減少を提供する。各刺激に対して中性減衰フィル
タによって提供される平均減衰比率は、比較例のフィルタによって提供される平均減衰比
率と同じである。本開示では、相対彩度プロフィールを計算するために、均一強度を有す
る特定帯域幅の光が使用された。フィルタの相対彩度プロフィールを示された図面では、
１つの図面に示された相対彩度がその他の図面に示された相対彩度と比較可能であるよう
に、別途明記されない限り本開示全体を通してスケールを一定に維持されている。一部の
図面では、詳細を示すために及び一貫したスケールを維持するために、フィルタの彩度プ
ロフィールが切り落とされている。
【０１２５】
　一部の実施形態では、光フィルタは、可視スペクトルの青色領域から青緑色領域におい
て彩度を増加させる又は最大化するように構成される。このような構成を有するフィルタ
は、図５に示されるように、約４７８ｎｍに又は約４８０ｎｍに中心がある吸収率ピーク
を有することができる。図５に示された吸収率ピークの半値全幅（ＦＷＨＭ）は、約２０
ｎｍである。しかしながら、約１０ｎｍ以上、約１５ｎｍ以上、約２０ｎｍ以上、約６０
ｎｍ以下、約５０ｎｍ以下、約４０ｎｍ以下、約１０ｎｍから約６０ｎｍまでの間、又は
上記のその他の任意の値から値までの間の帯域幅などの、その他の吸収率ピーク幅を使用
することができる。吸収率ピークの帯域幅は、ＦＷＨＭに加えて又はＦＷＨＭに代わって
任意の適切なやり方で測定することができる。例えば、吸収率ピークの帯域幅は、最大値
の８０％におけるピークの全幅を含むことができる。図６Ａは、図５に示された吸収率プ
ロフィールを有するフィルタの、波長の関数としての相対彩度を示している。繰り返しに
なるが、太めの黒線は、各３０ｎｍ刺激帯域内において図５に示された光フィルタの各対
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応する帯域内と同じ積分光透過率を有する中性フィルタの彩度プロフィールに対応してい
る。図６Ｂは、図５の光フィルタの出力と、各刺激帯域内において図５の光フィルタと同
じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示して
おり、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波
長を示している。
【０１２６】
　図５に示されるような吸収率プロフィールを有する光フィルタのＣＩＥ　ｘｙ色度図が
、図７に提供されている。色度図は、フィルタの色度、及びＲＧＢ色空間の全範囲を示し
ている。本開示で提供される色度図の各々は、ＣＩＥ光源Ｄ６５を使用して計算された関
連のフィルタ又はレンズの色度を示している。
【０１２７】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、可視スペクトルの青色領域において彩度を増加
させる又は最大化するように構成される。このような構成を有するフィルタは、中心波長
が約４５３ｎｍ、約４５０ｎｍ、又は約４４５ｎｍから約４６０ｎｍまでの間にある吸収
率ピークを提供することができる。吸収率ピークの帯域幅は、約１０ｎｍ以上、約１５ｎ
ｍ以上、約２０ｎｍ以上、又は別の適切な値であることができる。
【０１２８】
　一部の実施形態では、光フィルタは、幾つかの色、多くの色、若しくは大半の色、又は
少なくとも着用者の環境のなかでよく遭遇される多くの色にわたって彩度を増加させる又
は最大化するように構成される。このような光フィルタは、複数の吸収率ピークを含むこ
とができる。例えば、図８は、中心波長が約４１５ｎｍ、約４７８ｎｍ、約５７４ｎｍ、
及び約７１５ｎｍにある４つの吸収率ピークを含む光フィルタの一実施形態のスペクトル
吸収率プロフィールを示している。この例のフィルタの相対彩度プロフィール及び色度図
が、図９Ａ、図９Ｂ、及び図１０に示されている。図９Ａに示された相対彩度プロフィー
ルは、図８の光フィルタが、各３０ｎｍ刺激帯域内において図８に示された光フィルタの
各対応する帯域内と同じ積分光透過率を有する中性フィルタと比べて、少なくとも４つの
スペクトル窓において彩度の大幅な増加を提供することを示している。図９Ｂは、図８の
光フィルタの出力と、各刺激帯域内において図８の光フィルタと同じ平均比率で均一に光
を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は
、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。
【０１２９】
　吸収率ピークの位置及び数として、その他にも多くのヴァリエーションが可能である。
例えば、一部の実施形態は、約５７４ｎｍにピークを提供するとともに約５６１ｎｍに追
加のピークを加えることによって、約５５８ｎｍから約５８０ｎｍまでの間において大幅
に光を減衰させる。このような実施形態は、約５５５ｎｍ近くに中心を有する緑色領域に
おいて、大幅に大きい彩度を提供することができる。
【０１３０】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、各吸収率ピークの帯域幅内における光の減衰程
度を増加させることによって、可視スペクトルにおいて彩度を増加させる。吸収率ピーク
の帯域幅内における光の減衰の程度は、吸収率ピークのスペクトル帯域幅内における積分
吸収率ピーク面積を吸収率ピークのスペクトル帯域幅で割ったものとして定義される「減
衰係数」によって特徴付けることができる。減衰係数が１の吸収率ピークの一例は、方形
波である。このような吸収率ピークは、そのスペクトル帯域内では実質的に全ての光を減
衰させ、そのスペクトル帯域外では実質的に光を減衰させない。これに対して、減衰係数
が０．５未満の吸収率ピークは、そのスペクトル帯域内では半分未満の光を減衰させ、そ
のスペクトル帯域外ではかなりの量の光を減衰させるだろう。減衰係数が厳密に１の吸収
率ピークを有する光フィルタを作成することは不可能かもしれないが、減衰係数が１に近
い吸収率ピークを有する光フィルタを設計することは可能である。
【０１３１】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、減衰係数が１に近い１つ又は２つ以上の吸収率
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ピークを有するように構成される。その他にも、多くの構成が可能である。一部の実施形
態では、光フィルタは、減衰係数が約０．８以上、約０．９以上、約０．９５以上、約０
．９８以上、約０．８から約０．９９までの間、約０．８以上で且つ１未満、又は上記の
その他の任意の値から値までの間である１つ又は２つ以上の吸収率ピークを有する。まと
めて、減衰係数に対する上記の制限は、「減衰係数基準」と呼ぶことができる。幾つかの
実施形態では、光フィルタにおける各吸収率ピークの減衰係数は、減衰係数基準の１つ又
は２つ以上を満たしている。一部の実施形態では、光フィルタにおける或る特定の吸収率
閾値を超える最大吸収率を有する各吸収率ピークの減衰係数は、減衰係数基準の１つ又は
２つ以上を満たしている。吸収率閾値は、約０．５、約０．７、約０．９、約１、０．５
から１までの間、又は別の値であることができる。本明細書では、光フィルタに言及して
幾つかのスペクトル特徴が説明されているが、これらのスペクトル特徴の各々は、別途明
記されない限り、光フィルタを内包したレンズのスペクトルプロフィールにも等しく適用
可能であることが理解される。
【０１３２】
　一部の実施形態では、光フィルタは、約０．９５以上の減衰係数を各々が有する４つの
スペクトル帯域の各々において吸収率ピークを有する。物理的な世界では、単色光を観測
することは稀であるので、自然の世界で知覚されるスペクトル色の全体的多様性を大幅に
損なうことなく幾らかの狭帯域の光を完全に又はほぼ完全に遮ることが可能である。言い
換えると、光フィルタは、実質的に視覚情報を喪失することなく日常の視覚に用いること
ができる。これらの属性を有する光フィルタの一例のスペクトル吸収率プロフィールが、
図１１に示されている。同じ光フィルタの相対彩度プロフィール及び色度図が、図１２Ａ
、図１２Ｂ、及び図１３に示されている。図１２Ａに示された相対彩度プロフィールは、
太めの黒線で示された、各３０ｎｍ刺激帯域内において図８に示された光フィルタの各対
応する帯域内と同じ積分光透過率を有する中性フィルタの彩度プロフィールと、細めの黒
線で示され、中性フィルタプロフィールよりも概ね高い、図８に示された波長依存性フィ
ルタの彩度プロフィールとを含む。図１２Ｂは、図１１の光フィルタの出力と、各刺激帯
域内において図１１の光フィルタと同じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力
との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激で
あり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。
【０１３３】
　一部の実施形態では、光フィルタは、帯域幅を少なくとも部分的に彩度増強窓内に有す
る１つ又は２つ以上の吸収率ピークを有する。彩度増強窓の幅は、約２２ｎｍから約４５
ｎｍまでの間、約２０ｎｍから約５０ｎｍまでの間、約２０ｎｍ以上、約１５ｎｍ以上、
又は別の適切な帯域幅範囲であることができる。幾つかの実施形態では、光フィルタは、
吸収率閾値以上の減衰係数を有する全ての吸収率ピークが、彩度増強窓内に帯域幅を有す
るように構成される。例えば、吸収率ピークの各々の帯域幅は、約１０ｎｍ以上、約１５
ｎｍ以上、約２０ｎｍ以上、約２２ｎｍ以上、約６０ｎｍ以下、約５０ｎｍ以下、約４０
ｎｍ以下、約１０ｎｍから約６０ｎｍまでの間、約２０ｎｍから約４５ｎｍまでの間、又
は上記のその他の任意の値から値までの間であることができる。
【０１３４】
　帯域幅（例えばＦＷＨＭ値）及び吸収率ピークのサイド傾斜の変動は、彩度に対して著
しい影響を有する可能性がある。総じて、ＦＷＨＭの増加及び／又は彩度増強ピークの傾
斜の増加は、彩度の増加を伴い、彩度下降ピークの場合は、その逆もまた然りである。図
１４及び図１６には、ＦＷＨＭ及び吸収率ピークの傾斜が別々に変動されたときの、光フ
ィルタの例が示されている。彩度に対するこれらの変動の影響は、付随する図１５Ａ～１
５Ｂ及び図１７Ａ～１７Ｂの彩度プロフィールに示されている。図１４では、３つの異な
るフィルタＦ１、Ｆ２、及びＦ３について、４７８ｎｍを中心とした吸収率ピークの重な
りが示されている。これらの吸収率ピークは、等しいサイド傾斜と、異なるＦＷＨＭ値と
を有し、フィルタＦ１が最低のＦＷＨＭ値を、フィルタＦ３が最高のＦＷＨＭ値を有する
。図１５Ａにおける相対彩度プロフィールは、図１４に示されたフィルタＦ１、Ｆ２、及
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びＦ３が彩度に対して及ぼす影響を示している。各グラフにおいて、フィルタＦ１、Ｆ２
、及びＦ３の各々の吸収率及び彩度プロフィールは、対応する同じ線様式で示されており
、図１５Ａでは、中性フィルタが、太線で含まれている。図１５Ｂは、図１４の３つの光
フィルタＦ１、Ｆ２、及びＦ３の出力と、各刺激帯域内において図１４の光フィルタと同
じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示して
おり、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波
長を示している。
【０１３５】
　図１６は、等しいＦＷＨＭと、異なる傾斜とを有する、４７８ｎｍを中心とした３つの
吸収率ピークの重なりを示している。図１７Ａは、図１６に示されたフィルタＦ４、Ｆ５
、及びＦ６が彩度に対して及ぼす影響を示しており、ここでもやはり、太い実線で中性フ
ィルタが含まれている。図１７Ｂは、図１６の３つの光フィルタＦ４、Ｆ５、及びＦ６の
出力と、各刺激帯域内において図１６の光フィルタと同じ平均比率で均一に光を減衰させ
るフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍ
の均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。
【０１３６】
　図１１に示された光フィルタに戻り、４１５ｎｍ及び７１５ｎｍを中心とした外側２つ
の吸収率ピークは、概して可視スペクトルの外縁における光波長に影響を及ぼす外側傾斜
（すなわち、４１５ｎｍピークの下限及び７１５ｎｍピークの上限）を有する。一部の実
施形態では、これらのピークの吸収率プロフィールは、可視範囲の主要部分だと見なすこ
とができるおおよそ４００ｎｍから７００ｎｍまでの範囲の外側の波長の光を大幅に、大
半に、又はほぼ完全に減衰させるように変化させることができる。これらの属性を有する
光フィルタの一例のスペクトル吸収率プロフィールが、図１８に示されている。同じ光フ
ィルタの相対彩度プロフィール及び色度図が、図１９Ａ、図１９Ｂ、及び図２０に示され
ている。図１９Ｂは、図１８の光フィルタの出力と、各刺激帯域内において図１８の光フ
ィルタと同じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違
率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯
域の中心波長を示している。
【０１３７】
　本明細書で開示される技術にしたがって彩度を制御すれば、１つ又は２つ以上の色帯域
ではあまり精彩さを望まれないような状況において、それらの帯域の彩度を減少させるこ
ともできる。一部の実施形態では、光フィルタは、１つ又は２つ以上の帯域では彩度を減
少させてその他の帯域では彩度を増加させるように構成することができる。例えば、鴨狩
の用途用に設計されたアイウェアは、青色の背景の彩度を下げるとともに飛んでいる鴨の
緑色及び茶色の羽の彩度を増加させるように構成された光フィルタを有する１枚又は２枚
以上のレンズを含むことができる。より一般的に言うと、光フィルタは、特定の背景（例
えば、地面、空、競技用のグラウンド若しくはコート、又はそれらの組み合わせなど）に
関連付けられた１つ又は２つ以上のスペクトル領域では相対的に下げられた彩度を提供し
、特定の前景又は物体（例えばボール）に関連付けられた１つ又は２つ以上のスペクトル
領域では相対的に高い彩度を提供することによって、活動に固有に設計することができる
。或いは、光フィルタは、背景のスペクトル領域及び物体のスペクトル領域の両方で彩度
の増加を提供することによって、活動に固有の構成を有することができる。
【０１３８】
　移動物体を識別及び認識する能力は、一般に、「動体視力」と呼ばれる。彩度の増加は
、一般に、より高い色コントラストに関連付けられるので、移動物体のスペクトル領域に
おける彩度の増加は、この質を改善することを期待される。更に、特定の色の強調又は非
強調が、動体視力を更に改善することができる。動体視力を高めるように構成された光フ
ィルタの一例のスペクトル吸収率プロフィールが、図２１に示されている。示された光フ
ィルタは、緑色から橙色のスペクトル領域では高い彩度を、青色のスペクトル領域では相
対的に低い彩度を提供するように構成される。同じ光フィルタの相対彩度プロフィール及
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び色度図が、図２２Ａ、図２２Ｂ、及び図２３に示されている。図２２Ｂは、図２１の光
フィルタの出力と、各刺激帯域内において図２１の光フィルタと同じ平均比率で均一に光
を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は
、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。
【０１３９】
　一部の実施形態では、光フィルタは、可視スペクトルにわたる視感度の変動を計算に入
れるように構成される。視感度を計算に入れることによって、フィルタは、様々な色帯域
に対して人間の眼が有する異なる波長間における相対感度の差を補償することができる。
Stockman and Sharpeによる錐体感度データとの間に一貫性を有する可視スペクトルにお
ける視感度が、図２４に示されている。
【０１４０】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、人間の眼が最も高感度である赤色波長における
彩度を選択的に増加させるように構成される。例えば、赤色帯域は、約６２５ｎｍから約
７００ｎｍまでの間にわたるスペクトル範囲として言い表すことができる。図２４に示さ
れた視感度関数を見ると、眼は、約６２５ｎｍから６６０ｎｍまでの間の赤色光に対し、
それよりも長い波長よりも大幅に高感度であることが明らかである。したがって、この構
成を有する光フィルタのスペクトル吸収率プロフィールが、図２５に示されている。光フ
ィルタは、約７１５ｎｍを中心としたピークの代わりに約６５８ｎｍを中心とした赤色帯
域に代替のピークを有することを除き、図１１に示されたものと同じプロフィールを有す
る。結果は、６５５ｎｍ以下の赤色帯域にかけては彩度が増加し、それに伴って、眼があ
まり高感度ではない６００ｎｍより上の赤色の彩度は減少した。同じ光フィルタの相対彩
度プロフィール及び色度図が、図２６Ａ、図２６Ｂ、及び図２７に示されている。図２６
Ｂは、図２５の光フィルタの出力と、各刺激帯域内において図２５の光フィルタと同じ平
均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており
、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を
示している。
【０１４１】
　また、約５５３ｎｍ、約５６１ｎｍ、又は約５５０ｎｍから約５７０ｎｍまでの間の波
長を中心とした吸収率ピークを使用して、緑色範囲の半ばにおける波長の彩度を増加させ
ることができる。このようなフィルタは、黄色の彩度を減少させることもできるので、黄
色の背景を背にして見る緑色物体の識別によって恩恵を得られる活動に使用することがで
きる。緑色スペクトル範囲の半ばにおいて彩度を増加させる光フィルタのスペクトル吸収
率プロフィールが、図２８に示されている。同じ光フィルタの相対彩度プロフィール及び
色度図が、図２９Ａ、図２９Ｂ、及び図３０にそれぞれ示されている。図２９Ｂは、図２
８の光フィルタの出力と、各刺激帯域内において図２８の光フィルタと同じ平均比率で均
一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、
入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している
。
【０１４２】
　上で示されたフィルタプロフィールを作成するためには、参照によってその内容全体を
本明細書に組み込まれるとともに本明細書の一部を構成している米国特許第５，０５４，
９０２号に記載されるように、誘電体スタック、多層干渉性コーティング、希土類酸化物
添加剤、有機染料、又は複数偏光フィルタの組み合わせの使用を通じてなどの、様々なア
プローチを適用することができる。別の適切な作成技術又は複数技術の組み合わせもまた
、使用することができる。
【０１４３】
　幾つかの実施形態では、光フィルタは、比較的高い減衰係数を有する吸収率ピークを提
供する１つ又は２つ以上の有機染料を含む。例えば、一部の実施形態では、レンズは、オ
ハイオ州のデートンにあるExcitonによって供給される有機染料を組み入れた光フィルタ
を有する。Excitonによって供給される少なくとも幾つかの有機染料は、それらの吸収率
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ピークのおおよその中心波長にしたがって命名されている。ExcitonのABS 407染料、ABS 
473染料、ABS 574染料、及びABS 659染料を組み入れた光フィルタを有する非偏光ポリカ
ーボネートレンズのおおよそのスペクトル吸収率プロフィールが、図３１に示されている
。光フィルタの有機染料配合設計は、約４０７ｎｍ、約４７３ｎｍ、約５７４ｎｍ、及び
約６５９ｎｍに吸収率ピークを提供する。このレンズの相対彩度プロフィール及び色度図
が、図３２Ａ、図３２Ｂ、及び図３３にそれぞれ示されている。図３２Ｂは、図３１の光
フィルタの出力と、各刺激帯域内において図３１の光フィルタと同じ平均比率で均一に光
を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は
、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。
【０１４４】
　一部の実施形態は、前の段落で説明された実施形態と同様であるが、ただし、Exciton
のABS 659染料の代わりにExcitonのABS 647染料を使用し、６４７ｎｍに位置する赤色吸
収率ピークを含んでいる。このような実施形態では、人間の眼の感度のピークのより近く
に位置する、より高視感度の赤い色彩の彩度が増加される。この構成の光フィルタを有す
る非偏光ポリカーボネートレンズのスペクトル吸収率プロフィールが、図３４に示されて
いる。プロフィールは、約４０７ｎｍ、４７３ｎｍ、５７４ｎｍ、及び６４７ｎｍに吸収
率ピークを含んでいる。このレンズの相対彩度プロフィール及び色度図が、図３５Ａ、図
３５Ｂ、及び図３６にそれぞれ示されている。図３５Ｂは、図３４の光フィルタの出力と
、各刺激帯域内において図３４の光フィルタと同じ平均比率で均一に光を減衰させるフィ
ルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍの均一
強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。
【０１４５】
　一部の実施形態では、別の光フィルタが、幾つかの色、多くの色、若しくは大半の色、
又は少なくとも着用者の環境のなかでよく遭遇される多くの色にわたって彩度を増加させ
る又は最大化するように構成される。このような光フィルタは、複数の吸収率ピークを含
むことができる。複数の吸収率ピークは、約４１５ｎｍから約４５５ｎｍまでの間、約４
７８ｎｍ、約５５５ｎｍから約５８０ｎｍまでの間、及び約６６０ｎｍに中心波長を有す
る吸収率ピークを含むことができる。複数の吸収率ピークのＦＷＨＭ値は、約２０ｎｍか
ら約５０ｎｍまでの間の値、約２０ｎｍよりも大きい値、約２２ｎｍ、約４５ｎｍ、別の
適切な値、又は複数値の組み合わせであることができる。一部の実施形態では、約５５５
ｎｍから約５８０ｎｍまでの間に中心波長を有する吸収率ピークのＦＷＨＭ値は、スペク
トルプロフィールのなかの少なくとも一部のその他の吸収率ピークのＦＷＨＭ値の約２倍
である。この段落で説明される実施形態が反映される吸収率ピークを有するフィルタの一
例のおおよそのスペクトル吸収率プロフィールが、図３７に示されている。この例のフィ
ルタは、約４９０ｎｍに吸収率の急落を有し、これは、４９１ｎｍにおける、並びに４９
１ｎｍ近隣（例えば、４９１ｎｍ近辺及び約４９１ｎｍ以上の波長帯域）の広帯域にわた
る（例えば、帯域幅にして約２０ｎｍ以上のスペクトル帯域に及ぶ）光の大幅な透過を可
能にする。
【０１４６】
　図３７の吸収率プロフィールを有するフィルタの相対彩度プロフィールが、図３８Ａに
示されている。より大きな彩度変動を示すために、図３８Ａの彩度プロフィールは、本開
示におけるその他の彩度プロフィールとは異なる縦軸スケールで示されている。この例の
フィルタは、約４１０ｎｍから約４６０ｎｍまでの間、約４６５ｎｍから約４７５ｎｍま
での間、約４８０ｎｍから約５００ｎｍまでの間、約５４０ｎｍから約５６５ｎｍまでの
間、約５７０ｎｍから約６００ｎｍまでの間、及び約６３０ｎｍから約６６０ｎｍまでの
間のスペクトル帯域などの、複数のスペクトル帯域において、フィルタを経ていない事例
と比べて相対彩度の大幅な増加を生じる。図３８Ｂは、図３７の光フィルタの出力と、各
刺激帯域内において図３７の光フィルタと同じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタ
の出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度
刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。この例のフィルタの色度図
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が、図３９に示されている。
【０１４７】
　一部の実施形態では、単一の吸収率ピーク、又は互いに極めて接近している複数の吸収
率ピークを形成するために、２つ又は３つ以上の染料を使用することができる。例えば、
約５５５ｎｍから約５８０ｎｍまでの間に中心波長が位置している吸収率ピークは、約５
６１ｎｍ及び約５７４ｎｍに中心波長を有する２つの染料を使用して作成することができ
る。別の実施形態では、約５５５ｎｍから約５８０ｎｍまでの間に中心波長が位置してい
る吸収率ピークを、約５５６ｎｍ及び約５７４ｎｍに中心波長を有する２つの染料を使用
して作成することができる。各染料は、ＦＷＨＭ値が約３０ｎｍ未満の吸収率ピークを個
々に形成することができるが、１つの光フィルタに複数の染料が使用されるときは、複数
の吸収率ピークが組み合わさって、約４５ｎｍである又は約４０ｎｍよりも大きいＦＷＨ
Ｍ値を有する単一の吸収率ピークを形成することができる。
【０１４８】
　有機染料を組み入れたフィルタは、任意の適切な技術を使用して作成することができる
。一部の実施形態では、１つ又は２つ以上のスペクトル領域における透過率を約１％以下
に下げるために、十分な量の１つ又は２つ以上の有機染料が使用される。厚さが１．７５
ｍｍのポリカーボネートレンズにおいて１％未満のピーク透過率を達成するために、１バ
ッチのポリカーボネート樹脂に染料を混ぜ込むことができる。もし、混合物が、５ｌｂｓ
のポリカーボネート樹脂を含むならば、図３１に示された吸収率プロフィールに関連付け
られた光フィルタのために、以下のように、Exciton染料を装填することができる。すな
わち、ABS 407を４４ｍｇ、ABS 473を１２２ｍｇ、ABS 574を１１７ｍｇ、及びABS 659を
６３ｍｇである。上記の例では、ポリカーボネートにおける染料装填比を、以下のように
一般化することができる。すなわち、合計１０００単位の染料のうち、フィルタは、紫色
吸収染料を約１３０単位、青色吸収染料を約３５０単位、緑色吸収染料を約３４０単位、
及び深紅色吸収染料を約１８０単位含むことができる。
【０１４９】
　同じ量のポリカーボネート樹脂において、図３４に示された吸収率プロフィールに関連
付けられた光フィルタのために、以下のように、Exciton染料を装填することができる。
すなわち、ABS 407を４４ｍｇ、ABS 473を１２２ｍｇ、ABS 574を１１７ｍｇ、及びABS 6
47を４１ｍｇである。上記の例では、ポリカーボネートにおける染料装填比を、以下のよ
うに一般化することができる。すなわち、合計９９５単位の染料のうち、フィルタは、紫
色吸収染料を約１３５単位、青色吸収染料を約３７５単位、緑色吸収染料を約３６０単位
、及び赤色吸収染料を約１２５単位含むことができる。幾つかの実施形態では、レンズは
、鋳込みプロセス、成形プロセス、又はその他の任意の適切なプロセスによって、樹脂と
染料の混合物から形成することができる。
【０１５０】
　やはり大幅な彩度増加をもたらすことができるその他のプラスチック用染料も存在する
。例えば、ニューヨーク州のビンガムトンにあるCrysta-Lyn Chemical Companyは、４０
２ｎｍに吸収率ピークを有するDLS 402A染料を供給している。一部の実施形態では、DLS 
402A染料は、上述された配合設計において、Exciton ABS 407染料の代わりに使用するこ
とができる。Crysta-Lynは、また、４６１ｎｍに吸収率ピークを提供するDLS 461B染料も
供給している。DLS 461B染料は、上述された配合設計において、Exciton ABS 473染料の
代わりに使用することができる。これらの配合設計では、Exciton ABS 574染料の代わり
にCrysta-Lyn DLS 564B染料を使用することができ、一方で、Exciton ABS 659染料の代わ
りにはCrysta-Lyn DLS 654Bを使用することができる。一部の実施形態では、１つ又は２
つ以上のレンズ構成要素に染料を組み入れることができ、どのレンズ構成要素が染料を含
むかに関する判断は、各個別の染料の、安定度又は性能係数などの特性に基づくことがで
きる。
【０１５１】
　別の例では、光フィルタは、幾つかの染料を相対的な量で伴うように設計される。吸収
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率ピークの大きさは、異なる染料装填間における相対的関係を維持しつつそれらの染料の
絶対的装填質量を調整することによって選択することができる。例えば、特定の一実施形
態では、有機染料光フィルタは、Exciton ABS 473染料を７０ｍｇ、Exciton ABS 561染料
を１０８ｍｇ、Exciton ABS 574染料を２７ｍｇ、及びExciton ABS 659染料を４１ｍｇ含
む。ポリウレタンにおける染料装填比は、以下のように一般化することができる。すなわ
ち、合計１０００単位の染料のうち、フィルタは、青色吸収染料を約２８０単位、黄色吸
収染料を約４４０単位、緑色吸収染料を約１１０単位、及び深紅色吸収染料を約１７０単
位含むことができる。レンズは、２５１ｇのポリウレタンにおいて上記の染料装填を使用
して鋳込みされた。結果得られたレンズは、１．９ｍｍの厚さを有していた。装填レベル
は、使用される特定のベース材料の特性を計算に入れるように調整することができる。例
えば、幾種かのポリカーボネートなどの、密度が低めの材料を使用するときは、装填レベ
ルを幾分又は僅かに高くすることができる。同様に、密度が高めの材料が使用されるとき
は、装填レベルを幾分又は僅かに低くすることができる。
【０１５２】
　鋳込みレンズの吸収率プロフィールが、図４０に示されている。図４０に示された吸収
率プロフィールにおいて、約４７７ｎｍを中心とした吸収率ピークは、吸収率ピークの最
大吸収率の８０％における全幅約４６ｎｍと、約０．９２の減衰係数とを有する。約５６
９ｎｍを中心とした吸収率ピークは、吸収率ピークの最大吸収率の８０％における全幅約
３５ｎｍと、約０．８６の減衰係数とを有する。約６６０ｎｍを中心とした吸収率ピーク
は、吸収率ピークの最大吸収率の８０％における全幅約２７ｎｍと、約０．９１の減衰係
数とを有する。この鋳込みレンズは、図４１Ａ及び図４１Ｂに示されるように、複数のス
ペクトル領域における彩度の増加を提供した。図４１Ａの彩度プロフィールは、本開示に
おけるその他の彩度プロフィールとは異なるスケールで示されている。図４１Ｂは、図４
０の光フィルタの出力と、各刺激帯域内において図４０の光フィルタと同じ平均比率で均
一に光を減衰させるフィルタの出力との間における彩度の相違率を示しており、ここで、
入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している
。この鋳込みレンズの色度図が、図４２に示されている。
【０１５３】
　図５０は、ＣＩＥ標準光源Ｄ６５を使用した視感透過率が約９．３％である、薄灰色偏
光フィルムと組み合わされた図４０の光フィルタの吸収率プロフィールを、波長の関数と
して示している。本明細書で開示されるような彩度増強フィルタを組み入れた偏光サング
ラスレンズの視感透過率は、約１５％以下、約１２％以下、約１０％以下、約９％以下、
約７％以上、約８％以上、約７～１５％、約７～１２％、約９～１２％、又は別の適切な
値であることができる。更に、レンズは、異なる透過率を有する２つ又は３つ以上の透過
性領域を組み合わせた異種混合の透過率プロフィールを示すこともある。図５１は、図５
０の吸収率プロフィールを有するレンズの出力と、各刺激帯域内において図５０の吸収率
プロフィールを有するレンズと同じ平均比率で均一に光を減衰させるフィルタの出力との
間における彩度の相違率を示しており、ここで、入力は、３０ｎｍの均一強度刺激であり
、水平軸は、各刺激帯域の中心波長を示している。図５０の吸収率プロフィールを有する
レンズの色度図が、図５２に示されている。
【０１５４】
　一部の実施形態では、本明細書で開示される任意のフィルタ組成に使用される１つ又は
２つ以上の染料を、同様のスペクトル属性を有する１つ又は２つ以上の染料で置き換える
ことができる。例えば、もし、Exciton ABS 473染料などの染料が、レンズ形成プロセス
に耐えられるだけ十分に安定していないならば、代わりに、同様の吸収率プロフィールを
有するが安定性は改善されている１つ又は２つ以上の代替染料を使用することができる。
射出成形などの一部のレンズ形成プロセスは、レンズ及び光フィルタを高温、高圧、及び
／又は化学的に活性な材料に曝すことがある。代替染料は、本明細書で開示される染料と
同様の吸収率プロフィールを有するが安定性又は性能は改善されているように選択するこ
とができる。例えば、代替染料は、レンズの射出成形時において高い安定性を、又は太陽
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光下において高い安定性を示すことができる。１つの実施形態では、Exciton ABS 473の
代わりに、２つ又は３つ以上の染料の少なくとも１つを使用することができる。１つの実
施形態では、Exciton ABS 473は、ポリカーボネートのなかで、約４７７ｎｍを中心波長
とする吸収率ピークを有する染料に置き換えられた。一部の実施形態では、４７７ｎｍの
吸収率ピークに関連付けられる減衰係数は、約０．８以上、約０．９以上、約０．９３、
又は別の適切な値である。
【０１５５】
　一部の実施形態では、レンズは、彩度増強フィルタ及びその他のレンズ構成要素の光安
定性を増加させるように選択又は構成された染料又はその他の材料を含むことができる。
フィルタ材料及び／又はその他のレンズ構成要素の劣化を軽減するために、当該分野で知
られる任意の技術を使用することが可能である。
【０１５６】
　本明細書で開示されるあらゆる染料配合設計の相対量は、例えば、所望のレンズ全体色
、特定の特性を有する彩度増強フィルタ、別の目的、又は複数目的の組み合わせなどの所
望の目的を達成するように調整することができる。光フィルタは、所望の彩度増強特性を
達成するために、本明細書で開示される吸収率ピークの任意の組み合わせ及び／又はその
他の吸収率ピークの任意の組み合わせを伴う吸収率プロフィールを有するように構成する
ことができる。
【０１５７】
　上述のように、図４１は、光フィルタを有する鋳込みレンズの彩度プロフィールを、各
３０ｎｍ刺激帯域内において同じ平均減衰を有する中性フィルタの彩度プロフィールと比
べて示している。鋳込みレンズの彩度プロフィールは、薄めの線で表されており、太めの
線で表される中性フィルタの彩度プロフィールよりも概して高くなっている。鋳込みレン
ズは、中性フィルタと比べて彩度を増加されている複数のスペクトル領域を提供するよう
に構成される。一部の実施形態では、レンズは、１つ又は２つ以上の有機染料を含有する
光フィルタを含む。１つ又は２つ以上の有機染料は、１つ又は２つ以上のスペクトル領域
において彩度を増加又は減少させることができる。図４１に示されるように、光フィルタ
は、５つ又は６つ以上のスペクトル範囲において彩度を増加させるように構成することが
できる。光フィルタが彩度を増加又は減少させるスペクトル範囲は、彩度増強窓（ＣＥＷ
）と呼ぶことができる。
【０１５８】
　一部の実施形態では、ＣＥＷは、正常な視力を有する人物によって知覚される際に、各
３０ｎｍ刺激帯域内において同じ平均減衰を有する中性フィルタに比して大幅な彩度変化
が光フィルタによって提供される、可視スペクトル部分を含む。幾つかの事例では、大幅
な彩度増強は、フィルタが中性フィルタと比べて約２％以上の彩度増加を提供するときに
見ることができる。その他の事例では、中性フィルタと比べて約３％以上又は約５％以上
の彩度増加が、大幅な増加だと見なされる。彩度変化が大幅な増加を表すかどうかは、そ
の増加が提供されるスペクトル領域に依存することができる。例えば、視覚刺激が約５６
０ｎｍを中心とするときは、大幅な彩度増強は、中性フィルタからの約６％以上の彩度増
加を含む。視覚刺激が約６６０ｎｍを中心とするときは、大幅な彩度増強は、中性フィル
タからの約３％以上の彩度増加を含む。視覚刺激が約５７０ｎｍを中心とするときは、大
幅な彩度増強は、中性フィルタからの約１５％以上の彩度増加を含む。したがって、中性
フィルタに相対的に見て大幅だと見なされる彩度変化の量は、ＣＥＷのスペクトル範囲に
応じて異なることができる。
【０１５９】
　幾つかの実施形態では、大幅な彩度増強は、中性フィルタと比べて１つ又は２つ以上の
ＣＥＷにおいて彩度を大幅に減少させることなくその１つ又は２つ以上のＣＥＷにおいて
中性フィルタよりも彩度を増加させるように構成された光フィルタによって提供される。
大幅な彩度向上は、また、例えば約４２０ｎｍから約６５０ｎｍまでの間などの特定のス
ペクトル範囲内において中性フィルタと比べて彩度を大幅に減少させることなく１つ又は



(30) JP 6025709 B2 2016.11.16

10

20

30

40

50

２つ以上のＣＥＷにおいて中性フィルタよりも彩度を増加させるように構成された光フィ
ルタによって提供することもできる。
【０１６０】
　図４３～４８は、様々な彩度増強光フィルタのための各種のＣＥＷ構成を示している。
ＣＥＷのスペクトル範囲は、光フィルタが図６、９、１２、１５、１７、１９、２２、２
６、２９、３２、３５、３８、及び４１の１つ又は２つ以上において中性フィルタと比べ
て大幅な彩度変化を見せるスペクトル領域に対応することができる。ここで開示される特
定のＣＥＷ構成は、存在する多種多様なレンズ構成又はアイウェア構成を示す非限定的な
例である。
【０１６１】
　光フィルタＣＥＷ構成の一例が、図４３に示されている。この例では、ＣＥＷ１は、約
４４０ｎｍから約５１０ｎｍまでのスペクトル範囲を内包する。ＣＥＷ２は、約５４０ｎ
ｍから約６００ｎｍまでのスペクトル範囲を内包する。ＣＥＷ３は、約６３０ｎｍから約
６６０ｎｍまでのスペクトル範囲を内包する。各ＣＥＷは、その範囲内においてレンズ又
はアイウェアが彩度増強を提供するように構成されたスペクトル範囲として定義すること
ができる。或いは、１つ又は２つ以上のＣＥＷＳの下端は、それよりも上の波長において
レンズ又はアイウェアが彩度増強を提供する波長を内包することができる。１つ又は２つ
以上のＣＥＷＳの上端は、それよりも下の波長においてレンズ又はアイウェアが彩度増強
を提供する波長を内包することができる。一部の実施形態では、各３０ｎｍ刺激帯域内に
おいて同じ平均減衰を有する中性フィルタと比べたＣＥＷ１内における彩度の平均増加は
、約２０％以上である。中性フィルタと比べたＣＥＷ２内における彩度の平均増加は、約
３％以上である。中性フィルタと比べたＣＥＷ３内における彩度の平均増加は、約５％以
上である。
【０１６２】
　光フィルタＣＥＷ構成の別の例が、図４４に示されている。ＣＥＷ１Ａは、約４４０ｎ
ｍから約４８０ｎｍまでのスペクトル範囲を内包する。ＣＥＷ１Ｂは、約４９０ｎｍから
約５１０ｎｍまでのスペクトル範囲を内包する。中性フィルタと比べた彩度の平均増加は
、ＣＥＷ１Ａ領域の場合は約１５％以上、ＣＥＷ１Ｂ領域の場合は約１５％以上であるこ
とができる。
【０１６３】
　光フィルタＣＥＷ構成の更なる例が、図４５に示されており、これは、ＣＥＷ２Ａが約
５４０ｎｍから約５７０ｎｍまでのスペクトル範囲を内包する構成である。図４６は、光
フィルタがＣＥＷ１Ａ、ＣＥＷ１Ｂ、ＣＥＷ２Ａ、及びＣＥＷ３を含むＣＥＷ構成を提供
する更なる実施形態を示している。中性フィルタと比べた彩度の平均増加は、例えばＣＥ
Ｗ２Ａスペクトル領域の場合は約４％以上であることができる。
【０１６４】
　図４７は、追加の増強窓ＣＥＷ２Ｂを有する光フィルタＣＥＷ構成の一例を示している
。ＣＥＷ２Ｂ窓は、約５８０ｎｍから約６００ｎｍまでの間のスペクトル範囲を内包する
。中性フィルタと比べた彩度の平均増加は、例えばＣＥＷ２Ｂスペクトル領域の場合は約
２％以上であることができる。図４８は、ＣＥＷ２Ａ、ＣＥＷ２Ｂ、ＣＥＷ１Ａ、ＣＥＷ

１Ｂ、及びＣＥＷ３を含む５つ又は６つ以上の彩度増強窓を提供するように構成された光
フィルタの相対的な彩度増強を示している。図４３～４８の各々は、光フィルタＣＥＷ構
成の非限定的な例を示しており、本開示は、どれか特定の構成又は複数構成の組み合わせ
に限定されるものと解釈されるべきでない。
【０１６５】
　一部の実施形態では、光フィルタは、見えている光景の自然な見え方を維持しつつ物体
の可視性を向上させるように構成される。このような光フィルタ（及びこのような光フィ
ルタを含むアイウェア）は、幅広い娯楽、スポーツ、専門職、及びその他の活動用に構成
することができる。代表的な例として、フィルタ及びアイウェアは、ゴルフをプレイする
ときの着用用に構成することができる。
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【０１６６】
　幾つかの実施形態では、アイウェア及び光フィルタは、特定の活動に対応する１つ又は
２つ以上のＣＥＷを提供する。フィルタは、例えばゴルフボールなどの対象物体が相当な
スペクトル刺激を放射又は反射する可視スペクトル部分内に１つ又は２つ以上のＣＥＷを
含むことができる。対象物体のスペクトル刺激に言及するときに、対応するＣＥＷは、物
体スペクトル窓と呼ぶことができる。物体の後ろにある背景のスペクトル刺激に言及する
ときは、対応するＣＥＷは、背景スペクトル窓と呼ぶことができる。更に、一般的な周囲
のスペクトル刺激に言及するときは、スペクトル窓は、周囲スペクトル窓と呼ぶことがで
きる。光フィルタは、吸収率ピークの１つ又は２つ以上の端が少なくとも１つのスペクト
ル窓内にあるように構成することができる。このようにして、光フィルタは、与えられた
スペクトル刺激（例えば、物体、背景、又は周囲）に対応するスペクトル範囲において彩
度を増強することができる。
【０１６７】
　ゴルフボールのカバーが、波長変換された光を発生させるように構成され、アイウェア
が、カバーのスペクトル反射率に、カバーの透明若しくは半透明の外側部分のスペクトル
透過率に、及び／又はカバーによって放射される波長変換光のスペクトルに対応する物体
彩度増強窓を含むような、ゴルフボール及び対応するアイウェアを提供することができる
。
【０１６８】
　第１の波長又は第１の波長範囲内で入射する光を波長変換するように構成されたカバー
を有するゴルフボールが提供される。波長変換光は、吸収される入射光の波長よりも長い
波長で放射することができる。波長変換光は、対応するアイウェアの物体彩度増強窓に対
応する少なくとも１つの部分を有する。代表的な例では、ゴルフボールは、透視している
フィルタのスペクトル透過率に対応するスペクトル領域において蛍光を発生させる蛍光材
料を含むカバーを有する。更なる実施形態では、物体彩度増強窓の一部分は、カバーによ
って光が優先的に反射されるスペクトル領域に対応する。
【０１６９】
　背景に対する物体の可視性を向上させる方法は、見られる物体の彩度を増加させるフィ
ルタを提供することを含む。フィルタによって形成される光スペクトルは、物体彩度増強
窓を定めることができる。物体彩度増強窓に対応するスペクトル窓と、背景の反射又は放
射スペクトルプロフィールに対応する背景彩度増強窓とを含む光フィルタが提供される。
改善された光フィルタは、スペクトル窓内において彩度を増強させることができる。一部
の実施形態では、コントラスト剤は、波長変換剤、着色剤、又はこれらの両方である。代
替の例では、光フィルタは、フィルタの透過スペクトルを広げるスペクトル幅窓を含む。
幾つかの特定の例では、物体彩度増強窓、背景彩度増強窓、及びスペクトル幅窓は、約４
４０ｎｍから約４８０ｎｍまで、約５１０ｎｍから約５８０ｎｍまで、及び約６００ｎｍ
から約６６０ｎｍまでの波長をそれぞれ含む。更なる例では、窓は、約４００ｎｍから約
７００ｎｍまで波長を含む。レンズは、スペクトル窓を定めているのと同じスペクトル範
囲内において彩度増強を示すようなスペクトル窓を含むことができる。このような実施形
態では、レンズは、本明細書で論じられる１つ又は２つ以上のスペクトル窓内において彩
度の増加又は彩度の減少を提供することができる。
【０１７０】
　幾つかの実施形態のこれらの及びその他の特徴及び態様は、以下で、ゴルフ及びその他
のスポーツへの応用、並びに非スポーツへの応用に関連して説明される。便宜上、ゴルフ
に関する幾つかの代表的な例が説明されるが、これらの例は、その他のレジャー、娯楽、
スポーツ、産業、専門職、又はその他の活動用に構成及び細部を変更可能であることが明
らかである。
【０１７１】
　ゴルフボールの弾道を見てその場所を決定することが、様々な技術レベルのゴルファー
にとって重要である。未経験のゴルファーが打ったゴルフボールの弾道は、予測不可能で
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あり、しばしば見つけにくい場所にボールを持っていく。このように、ゴルフボールを即
座に見つけられない事態は、１ラウンドに費やされる時間を増やし、一日でプレイ可能な
コース上のラウンド数を減少させる恐れがある。コースから外れたゴルフボールを探すた
めに使用される時間は、プレイを遅延させる要因となるので、コース及びトーナメントの
多くでは、代わりのボールを入れる前にゴルファーが紛失ボールの捜索に許される時間に
関する規定が設けられている。より経験を積んだ又は熟練のゴルファーの場合は、ゴルフ
ボールの紛失は、ゴルファーのスコアにストローク数を追加するペナルティを課す。この
ようなペナルティのストローク数は、特に、ボールの紛失が視覚条件の悪さ及び捜索時間
の制限ゆえにボールを見つけられないゆえであるときは苛立たしい。
【０１７２】
　図４９に言及すると、直射日光などの室外照明又はその他の照明条件におけるゴルフボ
ールからの放射のスペクトルパワー分布３００は、波長λＢ近くの波長領域に位置する青
色増強部分３０２を含む。青色増強部分３０２は、領域３０２の波長よりも短い波長範囲
内での放射を青色増強部分３０２内の波長での放射に変換することによって生成すること
ができる。このような波長変換は、蛍光発光、リン光発光、又はその他のプロセスによる
ことができる。本明細書では、より短い波長での放射がより長い波長での放射に変換され
るあらゆるプロセスが、波長変換プロセスと呼ばれる。上記のように、このようなプロセ
スの代表的な例は、第１の波長での放射が吸収されてより長い波長での放射を生成する蛍
光発光である。人間の眼は、青色増強部分３０２内での放射よりも、青色増強部分３０２
の波長よりも短い波長での放射に対して感度が低いので、より短い波長での放射からより
長い波長での放射への放射変換は、ゴルフボールをより白く且つより明るく見せる傾向が
ある。図４９のスペクトルパワー分布は、白く見えるゴルフボールに対応しており、白く
ないゴルフボールのためのスペクトルパワー分布は、そのゴルフボールの色に特有の追加
のスペクトル特徴を有することができる。
【０１７３】
　人間の視覚応答における標準的な遮断波長である約４００ｎｍの波長よりも短い波長に
おけるスペクトルパワーは、図４９には示されていない。これらの短い波長での放射は、
人間の視覚応答を限られたものにする。蛍光発光又はその他の波長変換プロセスによる、
これらの短い波長からより長い波長への変換は、視覚応答に明らかに寄与する放射を生じ
ることができる。この変換プロセスは、このような波長変換光を生じるゴルフボールカバ
ーの選択によって、又はゴルフボールカバーへの適切な蛍光剤、リン光剤、若しくはその
他の波長変換剤の組み入れによって強化することができる。代表的な波長変換剤は、通常
は約４４０ｎｍから約４８０ｎｍまでの範囲である波長λＢにおいて青色増強領域を発生
させるが、その他の波長範囲のための波長変換剤を使用することもできる。もし、ゴルフ
ボール（又はその他の対象物体）が白く見える必要がないならば、着色された蛍光剤など
の着色された波長変換剤を使用することができる。この例では、λＢ、及びより具体的に
はλＢが通常生じる波長範囲（すなわち、約４４０ｎｍから約４８０ｎｍまで）が、物体
スペクトル窓を表している。
【０１７４】
　図４９に示されたスペクトルパワー分布３００は、室外照明条件下におけるゴルフボー
ルからの光学的放射の代表的なものである。より正確なスペクトルパワー分布は、厳密な
照明条件に依存する。代表的な照明条件には、直射日光及び曇り空からの照明、並びに濃
い影のなかで生成される照明などがある。これらの異なる照明条件下では、異なるスペク
トルパワー分布が生成される。例えば、曇り空は、通常、合計エネルギが少なく、尚且つ
より短い（より青い）波長におけるエネルギが比較的少ないような、スペクトルパワー分
布を生成する。それでも尚、これらの様々な照明条件に関連付けられたスペクトルパワー
分布は、波長変換プロセスによって形成された対応する青色増強部分を有する。
【０１７５】
　図４９のスペクトルパワー分布を生成するゴルフボールの視覚的な知覚は、ゴルフボー
ルスペクトルパワー分布の青色部分３０２（波長変換部分）の彩度を増強することによっ
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て改善される。青色増強部分３０２は、周囲照明と比べて過大な青色スペクトルパワーを
有する。青色光彩度増強フィルタの提供は、したがって、ゴルフボールの追跡及び発見の
改善を可能にする。図４９のスペクトルパワー分布の青色部分３０２の彩度の増強は、多
くの条件下においてゴルフボールの可視性の増加を可能にする一方で、この可視性の増加
の程度は、ゴルフボールが見られる背景に依存する。フェアウェイ又はパット表面の芝生
などの、ゴルフで遭遇されるよくある背景の場合は、青色部分３０２の彩度増強は、ゴル
フボールの可視性を増加させることができる。青色増強部分３０２の彩度を増加させるレ
ンズを含むアイウェアの着用は、ゴルファーがゴルフボールの弾道をより容易に辿ること
及び停止後のゴルフボールをより容易に発見することを可能にすることができる。
【０１７６】
　このようなアイウェアは、ゴルフボールの可視性を増加させるとともに、ゴルフボール
のより容易な追跡及び発見を可能にすることができる一方で、ゴルファーの眼を通る光の
スペクトルパワー分布の変更は、ゴルファーにとって不自然な又はひいては不快な見え方
をする光景を生み出す恐れがある。代表的なラウンドのプレイ中に、ゴルファーは、青い
空、曇り空、岩、砂、泥、並びに、パット表面、フェアウェイ、バンカー、及びラフなど
を含む植生などの、多くの異なる背景に遭遇する。青色部分の彩度を増強するアイウェア
は、これらの周囲の全部又は一部の見え方を不自然又は不快にし、ゴルファーの集中力又
は知覚を減損させる恐れがある。このような不自然な見え方は、ゴルフボールの可視性の
増加に伴うあらゆる性能面の利点を打ち消す恐れがある。
【０１７７】
　図４０に示されるようなスペクトル吸収率プロフィールを有する光フィルタの一実施形
態によって、より自然な見え方を得ることができる。このような実施形態は、このような
フィルタを通して見える光景の自然な見え方を維持しつつ、ゴルフボールの可視性を改善
する。本明細書では、物体が相当なスペクトル刺激を放射又は反射するスペクトル領域を
スペクトル窓と呼ぶ。スペクトル窓の幅は、スペクトルパワー分布における最大値の約７
５％、５０％、２５％、２０％、１０％、又は５％における全幅として定義することがで
きる。ゴルフボールは、λＢ及びその周辺に青色光刺激を、そしてスペクトルの緑色部分
及び赤色部分に１つ又は２つ以上の追加のスペクトル窓を含むことができる。
【０１７８】
　フィルタは、視覚刺激の一部分、実質的に全部、又はスペクトル窓全体において彩度を
増強するように構成された彩度増強窓（ＣＥＷ）を含むことができる。光フィルタは、刺
激が位置しているスペクトル窓内に、吸収率ピークの１つ又は２つ以上の端を提供するこ
とができる。例えば、青色光ＣＥＷのスペクトル位置は、アイウェアを特定の蛍光剤にス
ペクトル的に一致させられるように、特定の蛍光剤に対応するように選択することができ
る。したがって、アイウェア及びゴルフボールは、ゴルフボールの可視性を向上させるた
めに、スペクトル的に一致させることができる。有害な可能性のある短波長放射が眼に入
らないように、約４４０ｎｍ未満の波長の光は減衰させることができる。例えば、この短
波長放射の一部は、蛍光剤によって、青色光ＣＥＷに対応する波長での放射に変換するこ
とができる。ゴルフレンズの平均可視光透過率は、約２０～３０％よい。室外用途のため
のフィルタは、通常、約８～８０％、１０～６０％、又は１０～４０％の平均透過率を有
する。室内用途（又は通常の昼光照明よりも低い照明レベルにおける用途）のためのフィ
ルタは、約２０～９０％、２５～８０％、又は４０～６０％の平均透過率を有することが
できる。
【０１７９】
　緑色の芝生及び植生は、通常、約５５０ｎｍの波長で光強度の最大値を有する反射又は
放射スペクトル刺激を提供する。上記のように、約５００ｎｍから約６００ｎｍまでの波
長は、緑色の、すなわち背景のスペクトル窓を定義することができる。緑色光ＣＥＷがな
いと、５００ｎｍから６００ｎｍまでの間の波長における光は、望まれるよりも低い彩度
を有する可能性があり、植生を、比較的色味が無いように、くすんだように、又は暗く見
せる恐れがある。その結果、ゴルファーの周囲が不自然に見え、ゴルファーの植生知覚が
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減損される恐れがある。この減損は、パットに関して特に深刻である。なぜならば、ゴル
ファーは、一般に、パット表面を覆っている芝生の高さ及び厚さ、パット表面の芝生の葉
の向き、並びに表面地形などの、パット表面の様々なパラメータを正確に判断しようとす
るからである。ゴルファーは、そのストロークの約半数をパット表面又はその近くで行う
ので、パット表面における視覚的減損は、性能面における深刻な不利点であり、総じて容
認できないものである。植生の誤認もまた、フェアウェイから出ているとき、すなわちラ
フでプレイしているときの大きな不利点である。緑色光ＣＥＷは、青色光ＣＥＷと組み合
わさることによって、パット表面又はその他の植生などの背景表面の正確な評価を可能に
しつつ、ゴルフボールの可視性の向上を可能にする。光フィルタは、吸収率ピークの少な
くとも１つの端を緑色光ＣＥＷ内及び青色光ＣＥＷ内の一方又は両方で示すことによって
、所望の物体及び背景の彩度を増強することができる。緑色スペクトル窓内又は青色スペ
クトル窓内の一方又は両方における、吸収率ピークの少なくとも１つの端の発生は、ボー
ルの彩度、植生の彩度、又はボール及び植生の両方の彩度を増強することによって、人間
の眼がゴルフボールをその周囲から区別することを更に助ける。
【０１８０】
　赤色光ＣＥＷは、約６１０ｎｍから約７２０ｎｍまでの波長範囲にわたることができる
が、約７００ｎｍを超えた波長での放射の透過は、これらの波長では人間の眼の感度が低
いゆえに、見られる光景に対する寄与は僅かである。赤色光ＣＥＷは、植生によって反射
される少なくとも一部の赤色光の彩度を増強することによって、改善された光フィルタの
一実施形態によって見られる光景の自然な見え方を改善することができる。例えば、彩度
増強は、図４０に見ることができ、ここでは、赤色吸収率ピーク（例えば、約６３０ｎｍ
から約６６０ｎｍまでの間の吸収率ピーク）の少なくとも１つの端が、赤色光ＣＥＷ内に
入っている。光の赤色成分、緑色成分、及び青色成分の彩度を増強することによって生成
される、より多色性の光は、焦点化の改善を可能にする。また、収束（眼が共通点に照準
を合わせること）及び焦点化（遠近調節）は、互いに依存しているので、焦点化の改善は
、収束の改善及び奥行き知覚の改善を可能にする。可視スペクトルの緑色部分及び赤色部
分におけるＣＥＷの提供は、焦点化はもちろん奥行き知覚も改善することができる。この
ようなＣＥＷを有するフィルタは、植生（特にパット表面）の知覚を改善するとともに、
青色光ＣＥＷに関連して向上されたゴルフボールの可視性を保ちつつ、光景をより自然に
見せることができる。ＣＥＷ内に吸収率ピークの少なくとも１つの端を提供する光フィル
タは、その光フィルタを透過される光の質を、光の彩度値を増加させることによって高め
ることができる。
【０１８１】
　１つ又は２つ以上のスペクトル範囲を網羅するＣＥＷを有する光フィルタは、可視性を
向上させることができる。このようなスペクトルプロフィールを有する光フィルタは、製
造の容易さ又は光フィルタが中性に見えることへの要望に基づいて、特定の応用に合わせ
て選択することができる。美容上の理由からは、他者から色付きに見えるアイウェアは避
けることが望ましいこともある。
【０１８２】
　光フィルタは、背景を背にした物体の追跡及び観察が波長変換によって容易にされる様
々な活動用に、同様に構成することができる。このようなフィルタは、波長変換窓、背景
窓、及びスペクトル幅窓を含むことができる。これらのＣＥＷは、波長を変換された光の
彩度、活動に固有な背景からの光の彩度、並びに彩度増強光の総スペクトル幅を更に拡張
して焦点化及び遠近調節を改善する又はより自然な見え方を提供するための追加の波長に
おける光の彩度を増強するように選択される。上述のような白いゴルフボールへの応用で
は、光フィルタは、波長変換スペクトル成分に対応する青色光ＣＥＷ、背景の見え方を促
進する緑色光ＣＥＷ、並びに遠近調節及び光景の自然な見え方を改善するための赤色光Ｃ
ＥＷを提供される。このような光フィルタは、実質的に中性の色密度を有することができ
る。その他の活動用に、予期される又は測定される背景色と、波長変換プロセスによって
生成される波長とに基づいて、特定のＣＥＷを選ぶことが可能である。例えば、テニスは
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、多くの場合、緑色の競技表面上で黄色いボールを使用してプレイされる。このようなボ
ールは、通常、約４６０ｎｍから５４０ｎｍまでの間の波長における波長変換光を生成す
る波長変換領域を有する。このような応用のためのフィルタの一例は、約４６０ｎｍから
約５４０ｎｍまでの間の波長変換窓と、約５５０ｎｍを中心とする背景窓とを有する。波
長変換窓及び背景窓は、幾らかの重なりを有することができる。より自然なコントラスト
及びより優れた焦点化を提供するために、約４４０ｎｍから約４６０ｎｍ、約６２０ｎｍ
から約７００ｎｍ、又はその他の範囲の波長範囲内に追加の透過窓を提供することができ
る。
【０１８３】
　代替の実施形態では、波長変換窓に加えて又は代わって物体に固有なスペクトル窓を有
する光フィルタが提供される。例えば、赤色に見えるゴルフボールを見るために、光フィ
ルタは、赤色光の彩度を増強してゴルフボールの可視性を改善する赤色光ＣＥＷを含むこ
とができる。（パット表面などの）背景を自然に且つ正確に見るために、緑色光ＣＥＷも
提供される。もし、ゴルフボールが波長変換光も放射するならば、必要に応じて追加の波
長変換窓を提供することができる。フィルタは、スペクトル幅窓も含むことができる。
【０１８４】
　一部の実施形態では、光フィルタは、物体及び／又は背景が光を反射又は放射する１つ
又は２つ以上のスペクトル領域において光景の彩度値を変化させるように構成される。光
フィルタは、対象物体及び背景が光を反射又は放射するスペクトル領域を計算に入れるよ
うに構成することができる。吸収率ピークは、対象物体が光を反射又は放射する及び背景
が光を反射又は放射する１つ又は２つ以上のスペクトル領域において彩度が増加又は減少
されるように位置決めすることができる。例えば、物体スペクトル窓内又は背景スペクト
ル窓内における彩度増強は、吸収率ピークの少なくとも１つの端がスペクトル窓内に位置
決めされるように光フィルタを構成することによって得ることができる。
【０１８５】
　光フィルタは、物体スペクトル窓及び背景スペクトル窓の一方又は両方において彩度を
増強することによって、物体と背景との間のコントラストを増加させることができる。彩
度が増加すると、色のコントラストが改善される。例えば、緑色の芝生又は離れた枝葉の
背景を背にして白いゴルフボールを見るときは、彩度増強技術は、緑色の視覚刺激をより
狭帯域にすることができる。狭められたスペクトル刺激は、緑色の背景を色あせて見せず
、その結果、ゴルフボールと背景との間の色コントラストが高まる。
【０１８６】
　図１Ａ及び図１Ｂを参照すると、アイウェアは、フレームと、レンズ１０２ａ及び１０
２ｂとを含むことができる。レンズ１０２ａ及び１０２ｂは、波長変換窓、背景窓、スペ
クトル幅窓、別のＣＥＷ、又は複数ＣＥＷの任意の組み合わせにおいて彩度を増強するフ
ィルタを有する。一部の応用では、スペクトル幅窓を省くことができる。その他の応用で
は、波長変換窓を含むことができる物体に固有なスペクトル窓が提供される。レンズ１０
２ａ及び１０２ｂは、矯正用レンズ又は非矯正用レンズであってよく、ガラス、又はアク
リル若しくはポリカーボネートなどのプラスチックなどの、様々な任意の光学材料で作成
することができる。レンズは、平平形状及びメニスカス形状などの、様々な形状を有する
ことができる。代替のアイウェアでは、フレームは、アイウェアが着用されるときに両眼
の前に配される一体状のレンズを保持するように構成される。着用されるときに両眼の前
に配される一体状のレンズを含むゴーグルを提供することもできる。
【０１８７】
　図１Ａ及び図１Ｂのレンズのスペクトル透過率プロフィール及び彩度増強は、幾つかの
やり方で得ることができる。レンズの１つ又は２つ以上の表面に、コーティングを提供す
ることができる。このようなコーティングは、通常、所望のスペクトル透過率及び彩度増
強を達成するように構成された１枚又は２枚以上のコーティング材料層を含む。これらの
層は、減衰されるべきスペクトル領域からの放射がコーティングに吸収されるように吸収
性である、又はこのような波長での放射が反射されるように反射性であることができる。
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更に別の例では、染色プロセス又は別のプロセスによって、１つ又は２つ以上の染料又は
その他の発色団をレンズ材料に組み入れることができる。上記の方法は、所望のスペクト
ル特性及び彩度特性を生み出すために、２つ又は３つ以上を組み合わせることが可能であ
る。
【０１８８】
　実施形態は、特定の活動に言及して上述されているが、その他の活動用の更なる例も、
提供することができる。例えば、野球、テニス、バドミントン、バスケットボール、ラケ
ットボール、ハンドボール、アーチェリー、射撃、トラップ射撃、クリケット、ラクロス
、フットボール、アイスホッケー、陸上ホッケー、狩猟、サッカー、スカッシュ、又はバ
レーボールなどのスポーツのために、彩度を増強する可視性向上フィルタを提供すること
ができる。このようなスポーツ用に、このようなフィルタは、自然に反射される光の彩度
、又は野球のボール、テニスボール、バドミントンの羽、若しくはバレーボールのなかの
蛍光剤によって生成される波長変換光の彩度、又はこれらの物体によって優先的に反射さ
れる光の彩度を増加させるように選択された、物体彩度増強窓を含むことができる。背景
が明瞭になり、光景が自然に見え、着用者による焦点化及び奥行き知覚が改善されるよう
に、背景窓及びスペクトル幅窓を提供することもできる。テニス又はバレーボールのよう
に、様々な表面上で又は異なる設備でプレイされるスポーツの場合は、異なる表面上での
プレイ用に、異なる背景窓を提供することができる。例えば、テニスは、芝生のコート又
は土のコートでよくプレイされ、フィルタは、必要に応じて各表面用に構成することがで
きる。別の例として、アイスホッケーは、波長変換剤又は着色剤を提供された氷表面上で
プレイされることがあり、レンズは、このような氷に対してホッケーパックを見る用に構
成することができる。屋外のバレーボールは、青い空を背にしてバレーボールを正確に見
ることによって恩恵を得られるから、背景フィルタは、室外光における彩度を増強しつつ
背景を正確に見られるように選択することができる。屋内のバレーボールには、異なる構
成を提供することができる。このようなフィルタを含むアイウェアは、活動に固有、表面
に固有、又は設備に固有であることができる。また、活動に関連付けられた背景を背にし
て物体を識別、発見、又は追跡することが望まれるスポーツ以外の活動用に、色付きのア
イウェアを提供することができる。幾つかの代表的な活動として、歯科、外科、バードウ
ォッチング、釣り、又は捜索及び救助作業などが挙げられる。このようなフィルタは、ス
チルカメラ及びビデオカメラのためのフィルタや、又は見物客若しくはその他の観察者が
使用するために設けられた画面などとして、更なる構成で提供することもできる。フィル
タは、レンズ、一体状のレンズ、又はフェイスシールドとして提供することができる。例
えば、ホッケー用のフィルタは、フェイスシールドに含めることができる。
【０１８９】
　本明細書で論じられる任意の実施形態のどの特定の特徴、構造、又は特性も、任意の適
切な形で組み合わさって、明確に例示又は説明されていない１つ又は２つ以上の個別の実
施形態にすることができる。例えば、光フィルタは、複数の光減衰特徴を任意の適切な組
み合わせで含有可能であること、及びレンズを通して見える画像の彩度を制御するために
、複数の光減衰レンズ要素が組み合わせ可能であることが理解される。多くの事例では、
一体状の、すなわち切れ目が無いものとして説明又は例示される構造を、一体状構造の（
１つ又は２つ以上の）機能を尚も実施しつつ分離することができる。多くの場合では、別
々のものとして説明又は例示される構造を、別々の構造の（１つ又は２つ以上の）機能を
尚も実施しつつ合体させる又は組み合わせることができる。更には、本明細書で開示され
る光フィルタが、少なくとも一部のレンズ構成及び／又はレンズ以外の光学系に使用可能
であることも理解される。
【０１９０】
　実施形態の上記の説明では、開示内容を合理化する目的で、及び各種の発明的態様の１
つ又は２つ以上に対する理解を助ける目的で、様々な特徴が、ときには、１つの実施形態
、図面、又はその説明としてまとめられていることがわかる。この開示の方法は、しかし
ながら、特許請求の範囲がそこに明確に記載されるよりも多くの特徴を必要とするという
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意図を反映しているものとは解釈されない。更に、本明細書で特定の実施形態において例
示及び／又は説明されるどの構成要素、特徴、又は工程も、その他の任意の（１つ又は２
つ以上の）実施形態に適用する又は使用することができる。したがって、本明細書で開示
される発明の範囲は、上述された特定の実施形態によって限定されるべきではなく、続く
特許請求の範囲を公正に読むことによってのみ判断されるべきである。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図２Ａ】

【図２Ｂ】
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